
社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告（案）  

一次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて  

参考資料集  

目 次   

経済財政改革の基本方針2008（平成20年6月27日閣議決定）＜抜粋＞   
「地方分権改革推進要綱（第1次）」（平成20年6月20日地方分権改革推進本部決定）（抜粋）   

社会保障国民会議最終報告（平成20年11月4日）（抜粋）   

次世代育成支援に関係する制度の現状   

「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項（平成20年9月18日少子化対策特別部   
会資料）   

「1（3）保育をとりまく近年の社会環境の変化（検討の背景）」関係   

共働き世帯の増加   

保育所数及び保育所利用児童数の推移   
子どものいる女性の就業希望   

労働市場参加が進まない場合の労働力の推移   

女性の就業希望を実現するために必要なサービス量（新待機児童ゼロ作戦）   

保育所待機児童の現状   

保育所待機児童のいる市区町村の出産一育児期の女性人口等   

女性の年齢別にみた働き方   

育児期の母親が希望する働き方（短時間勤務・残業免除）   

女性の夜間の就労と受け皿の状況   

家庭環境の変化（核家族世帯の増加、ひとり親家庭の増加）   
保育所が取り組む家庭への支援   

保育所における障害児の増加   

子育ての孤立感・負担感  

1
 
2
 
3
 
5
 
6
 
 

7
 
8
 
9
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
9
 
0
 
1
 
 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
2
 
2
 
 
 

■
 
 
 
 
 
■
 
 
 
 
 
t
 
 

■
 
 



「1（4）現行の保育制度の課題」関係  

・現行の認可保育所のサービス提供の仕組み  
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サービス提供の仕組みの例  
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・現行の保育所運営費の仕組み  

・現行の保育所運営費の使途範囲  
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・児童福祉法最低基準・戦後からの保育士の配置基準の推移・各国との比較  

・保育所保育士の養成、研修等の現状  

・保育士の平均年齢、勤続年数及び平均賃金等について  

・認可外保育施設に関連する現行制度・指導監督基準・認可化移行支援補助制度  

・事業所内保育施設に係る助成制度  
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・認可外保育施設の現状  
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（規模、年齢別入所児童数、設置主体、開所時間、水準（面積、調理室、保育士比率）、利   
利用者の選択の現状、認可外保育施設の認可保育所への移行希望・移行上の問題点）  

・3歳児未満における保育所・認可外保育施設利用率（都道府県別）  

・過疎地域の現状（全体、人口の動向、人口構成、財政状況）  

・ 人口減少地域に関連する保育制度の概要t現状   

（小規模保育所、へき地保育所、定員・在所児数規模別の分布）  
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・過疎地域における幼児教育経験者比率  

・保育サービスの全体像  

・ 多様な保育の取組の現状   

「2 放課後児童クラブについてl関係  

・放課後児童クラブについて  

・放課後児童クラブ数及び登録児童数等の推移  
・放課後児童クラブに係る補助要件について  
・放課後児童クラブガイドラインについて  

・放課後児童クラブの実施状況  

・放課後児童クラブの国庫補助について  

・ 指導員の処遇について  

・放課後子ども教室との関係について  

・放課後児童クラブと放課後子ども教室について  

・「放課後子どもプラン」の基本的考え方【要旨】   

「3 すべての子育て家庭に対する支援について」関係  

・就学前児童が育つ場所  
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・他の社会保障制度における市町村事業の仕組み  

・各種の子育て支援事業の取組の現状  

・各種の子育て支援事業の都道府県別■取組状況   

（生後4か月までの全戸訪問事業、育児支援家庭訪問事業、一時預かり、  

地域子育て支援拠点事業、ファミリーサポートセンター事業）  

・各種子育て支援サービスー制度の利用状況  
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経済財政改革の基本方針2008（平成20年6月27日閣議決定）  

＜抜粋＞  

第2♯成長力の削ヒ  
1．経済成虔戦略  
【具体的手段】   

Ⅰ会見参加経済戦略   

①新雇用戦略（p5－6）   
・待機児童ゼロに向け、保育サービスの充実を目指し（2岬へ）、その  

り方について．社会保旺国展全壱  

につい  

「こど柳  

平成20年軸取りまとめ、平成20卿  
消兼を検討し  

第4輩国民本位の行財政改革  
1・卑民本位申行財政↑の転換  

（孝）生活者ま禎の行政シえテム（消毒専行政、規制改革）   

【具体的手段】  

（3）滴発音せ活着のための規制改革（plg）   

診療革酬の牢争支払業務の抜本的効率化、質の確保された保育サ」ビスの充実 を含む幅広い分野について取り  

、串車でトを  

如雫安心せきる社会崖片側弘一中和、由良生活の欄農  
1．周東生活を衰える社会保障制度の在り方等  
【具捲的 

2 

略章斬保育サ廟鹿細麺の轍支援の触及雑事  

．朗揺の縫由み細事紘  

「地方分権改革推進要綱（第1次）」  

（平成20年6月20日 地方分権改革推進本部決定）．  

（抜粋）  

第2 地方分権のための制度■運営の改革の推進  
1重点行政分野の抜本的見直し  

（1）くらしづくり分野関係  

【幼保・子ども】  

○認定∈ども園制度については、当面、認定等に係る事務手続や会計処理が複雑であるなどの課題に対す  

る抜本的な運用改善方策について平成20年庭中に実施に着手する。あわせて、認定こども園制度の一本  
化に向けた制度改革ヒついて平成20年庭中  。、〔文部科学省■厚生労働省〕  

○ 保育所について、r保育に欠   ける」という入所要件の見直し、保護者と保育サTビス提供者との直接契約  
方革について、包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で総合的な検討を行い、平成20年中  

に結韓を得る。〔厚生労働省〕  

○、文部科学省の「放課後子ども薮壷推進事棄」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」について、両事  
業申綺合も含めた更なる一本化の方向で改善方策を検討し、平成21年度から実施する。〔文部科学省■厚  
生労働省〕   

【福祉施設の最低基準】  

○保育所や老人福祉施設等についての施設設備に関する基準については、保育の質や、高齢者の生活の   

一定の質の確保のための方策を前提としつつ、全国一律の最低基準という位置付けを見直し、国は標準を  

示すにとどめ地方公共団体が条例により決定し得るなど、地方公共団体が創意工夫を生かせるような方策   
を検討し、計画の策定までに結論を得る。〔厚生労働省〕   



社会保障国民会議最終報告（平成20年11月4日）（抜粋）  

2 これからの社会保障  ～中間報告が示す道筋～  

3 社会保障の機能強化のための改革  
（5）少子化・次世代育成支援対策  

（》 未来への投資としての少子化対策  

少子化は日本が直面する最大の課題。基本は、就労と結婚・出産一子育ての「二者択一構造」の解決を通じた「希望と現実の帝離」の解  
消。「仕事と生活の調和の実現」と「子育て支援の社会的基盤の拡充」を皐の両輸として取り組むことが重要である。   

②仕事と生活の調和の推進  
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ■バランス）憲章」、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づき、全ての働く者について社会  

全体で働き方の見直しに取り組んでいくことが必要である。   
③子育て支援サービスの充実  

1歳の壁、4歳の壁、小1の壁、小4の壁の解消など利用者視点に立ったきめ細かな運用面での改善が必要。また、施策の担い手となっ  

ている市町村レベルでの取組の充実、省庁間の連携の強化を図るぺきである。   
④地域における子育て環境の整備  

地域の多様な主体が担い手となり、子ども自身の視点に立つとともに、親を一方的なサービスの受け手とせずその主体性とニーズを尊  
重し、子育てが孤立化しないように、子ども自身と親の成長に寄り添う形で支援することが重要である。   

⑤少子化対策に対する思い切った財源投入と新たな制度体系の構築  
大胆かつ効果的な財政投入を行ってサービスの質t皇の抜本的拡充を図るべき。同時に、現在様々な制度に分かれている子育て支援関  
係サービスを再構成し、一元的に提供することのできる新たな制度体系の構築が不可欠である。  

3 中間報告後の議論  

（4）少子化対策の意義と課題  

少子化問題は、将来の我が国の経済成長や、年金をはじめとする社会保障全体の持続可能性の根幹にかかわるという点で、最優先で   
取り組むぺき「待ったなし」の課題である。  
本年6月の中間とりまとめでは、少子化対策は、将来の担い手を育成する「未来への投資」として位置付け、就労と結婚・出産■育児の   

「二者択一構造」の解決を通じた「希望と現実の帝離」の解消を目指し、①仕事と生活の調和、②子育て支援の社会的基盤の拡充を「車の   
両輪」として取り組むことが重要としている。  
あわせて、我が国の家族政策関係支出が諸外国に比べて非常に小さいことから、「園が責任をもって国t地方を通じた財源の確保を図っ   

た上で、大胆かつ効率的な財政投入を行い、サービスの質・量の抜本的な拡充を図るための新たな制度体系を構築することが必要不可  
欠」とされている。  

（5）新たな制度体系構築に向けた基本的視点  

中間とりまとめで指摘した「新たな制度体系の構築」に関して、保育サービスのあり方や育児休業制度の見直しについては、すでに専門の  
審議会において、年末に向けて議論が始まっているところであるが、今後の議論に反映させていくため、以下のように課題を整理した。   

①仕事と子育ての両立を支えるサービスの質と量の確保等  
新たな制度体系構築に際しては、潜在的な保育サービス等の需要に対し、速やかにサービス提供されるシステムとすることが必要。  
働き方の多様化、子育て支援ニーズの深化・多様化を踏まえ、提供者視点ではなく、子どもや親の視点に立った仕組とすることが重要で  

あり、良質なサービスをきちんと選べる仕組とする必要がある。また、病児保育などの多様なニーズへの対応も課題。  
サービス圭の抜本的拡充のためにも、  

・ニーズの多様化に対応した保育の必要性の判断の仕組（「保育に欠ける」という要件の見直し）  

・サービスが必要な人が安心して利用できるような保障の強化（権利性の明確化）を図り、保育所と利用者が向き合いながら、良質で柔軟  
なサービス提供を行う仕組  

t 民間活力を活用する観点からの多様な提供主体の参入  
・一定の質が保たれるための公的責任のあり方  
といった見直しの視点を踏まえつつ、専門の審誰会において譲論を深めていく必要がある。  
放課後児童対策について、制度面・予算面とも拡充する必要。  
身近な地域における社会的な子育て支援機能の強イヒが必要。  
育児休業制度については、短時間勤務制度など柔軟な働き方を支援することが重要。あわせて、男性（父親）の長時間労働の是正や  

育児休業の取得促進などの働き方の見直しが必要。その際、企業経営者の意識改革とともに、企業内保育施設設置に対する支援も含め、  
企業にインセンティブを与えるような仕組も重要。  
縦割り行政を廃し、サービスを実施する市町村における柔軟な取組を可能とすることが必要。  

②すべての家庭の子育て支援のあり方  
新たな制度体系の構築に当たっては、育児不安を抱える者への対応など、すべての子育て家庭に対する支援をより拡充することが必要。  
安心して子どもを産むことができるための妊娠・出産期の支援の拡充が必要。  
母子家庭への支援、社会的養護を必要とする子どもや障害児など特別な支援を必要とする子どもに対する配慮が必要。  
地域住民、NPO、企業など、多様な主体の参画・協働により、地域の力を引き出すことが必要。  

③ 国民負担についての合意形成  
少子化対策は社会保障制度全体の持続可能性の根幹にかかわる政策であり、その位置付けを明確にした上で、効果的な財源投入を  

行うことが必要。  
国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要額は、昨年末、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略  

会議報告において、1．5兆円～2．4兆円と推計されているところ。  

また、同試算には含まれていないが、施設整備やサービスの巽の維持・向上のためのコスト、社会的養護など特別な支援を必要とする  
子ども達に対するサービスの充実に要するコスト、さらには児童手当をはじめとする子育てに関する経済的支援の充実も、緊急性の高  
い保育をはじめとするサービスの充実の優先の必要性にも留意しつつ併せて検討すべき。  
少子化対策は「未来への投資」として、国、地方公共団体、事業主、国民が、それぞれの役割に応じ、費用を負担していくよう、合意形成  

が必要。  
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次世代育成支援に関係する制度の現状  

G声）  （率）  率）  
く豆亘重要⊃  

産前8遇、産後8通  

〔働き方   
子どもが満1歳まで（保育所に入所できない  

務時間短縮等の措置  

通院のための休暇、通勤緩和、時  短時間勤務、フレックスタイム、始業・就業時間の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除、  

保 育  

放課後児童  

〔地域子育て支援〕  

〔 〔  

〕
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標準報酬8額の  
＿J   休業取得期間に対して休業前賃金の40％   

（19年10月からは50％）が支給  経済的支援  出産手当金  
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／ト学校卒業まで  

第1子、第2子月額5．000円、第3子以降月額10，000円  1出産児に対して35万円  

については第1  5
 
 

「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項  

《保育サービスの提供の新しい仕組み（公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム）》  

・保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件の見直し）  

・契約などの利用方式のあり方  

・市町村等の適切疎開与の仕組み（保育の必要度が高い子どもの利用確保等）  

・情報公表や第三者評価の仕組み  

・地域の保育機能の雑持向上  

多
様
な
提
供
主
体
の
参
入
に
際
し
て
の
透
明
性
・
客
観
性
 
 

（※就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討→新たな検討の場）  
■■■■■■■－－■－■■■－■－－1－－一－－一－－－－－－－－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－一■－－一一－－■－－－一一－－■一一－－■一■■一■－一■t■■■  

《放課後児童対療ゐ鹿組み》  

《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》  

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

・量的拡充  

・ 質の維持・向上  

・ 財源のあり方   

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性   
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共働き世帯の増加  

○従来は、共働き家庭は少なかったが、1997年以降、専業主婦世帯数を上回り、その後も増加を続けている。  

（万世帯）  

（備考）  

1一平成13年までは総務省「労働力訴査特別調査」、平成14年以降は「労働力調査（詳細結果川年平均）より作軋 2 
・「男性雇用者と無実の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。 3 

・「雇鱒者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。  

4・昭和60年以降は「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」及び「夫婦、子供と親から成る世帯」のみの世帯数 5・「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細結果）」とでは、調査方法、調査月などが相違することから、時系列比較には注意を要する。  

保育所数及び保育所利用  児童数の推移  
○保育所利用児童数は平成6年まで若干減少していたが、その後、一貫  
○保育所運営費も、国・地方負担分を合計すると・、1兆円超（平成20年度：  

（※国庫負担金の基準額を用いた推計。地方単独負担分を含まず。）  

へ‾、rl：＝l′′■■■U  ▼，▼■■▼－■  

O保育所運営費も、国・地方負担分を合計すると・、1兆円超（平成20年度）の公費が投入されている。  

（保育所数）  
‾「  

（保育所利用児童数：万人）  

25，000   

0
 
 
 

0
 
 

0
 
 

2
 
 

0
 
 

〇
 
 

．
〇
 
 

5
 
 

0
 
 
 

0
 
 

商戦野琳岬郎刺峰禅幽僻村斡僻村  

［：＝コ保育所数  ＋保育所利用児童数  

（盟料〕保育課諷生  
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子どものいる女性の就業希望  

○ 我が国では、諸外国に比べ、幼い子どものいる母親の就業率が相当低い水準にあるが、現在、働いて  
いない母親であっても就業希望のある者は多い。  

6歳未満の子を持つ母の就業率の比較（2002年）  末子の年齢別子どものいる世帯における  

母の就業状態（平成18年）  

末子 の 年 齢  

0～3歳  4～6歳  7～9歳   10－12歳   

子どものいる   100．0   

世帯総数  
100．0   100．0   100．0   

労働力人口   32．5   51，4   62．9   了1．2   

就業者   31．0   50，3   61．6   70．5   

完全失業者   1．2   1．7   1．3   1．4   

非労働力人口  67．5   47、4   36．5   28．1   
●■■■●■■■●■…■■t■＝  

儲美希望者  13．2  

出典：総務省「労働力調査詳細萌査」（平成18年、年平均）   

労働市場参加が進まない場合の労働力の推移  

O「就業」と「結婚や出産・子育て」の「二者択一構造」が解決されないなど労働市場への参加が進まない場合、日   
本の労働力人口は今後大きく減少（特に、2030年以降の減少は急速）。  

○若者や女性、高■齢者の労働市場参加の実現と、希望する結婚や出産・子育ての実現を同時に達成できなけ   
れば、中長期的な経済発展を支える労働力確保は困難に。その鍵は仕事と子育ての「二者択一構 造lの解決。  

（注）2030年までの労働力人口は雇用政策研究会報告（平成19年12月）。ただし、2050年の労働力人口は、2030年以降の性ヰ齢階級別労働力率が変わらないと仮定   

して、平成18年将来推計人口（中位推計）に基づき、厚生労働省社会保障担当参事官室において推計。  10   



女性の就業希望を実現するために必要なサービス量  

（新待機児童ゼロ作戦）  

2歳  3歳  5歳  小学校1年 ～ 小学校3年  

（参考）  
0歳   1歳   2歳   3歳   4歳   5歳   小1   小2   小3   

）                                       108万人  105万人  109万人  112万人  115万人  117万人  118万人  118万人  119万人   
児童数  
（2006年  

【保育所、放課後児童クラブ単価（円）】  

1一丁こ250円  1（）T．411円  1Dり17円  49．417円  42．417円  4之．417円  1D．（氾0円  10．008円  10．000円   

）                   136．833円  6丁．【氾0円  6丁．000円  22．080円  1丁ヱ50円  17．250円  5．0（カ円  5．000円  5．000円   

単価（事業費ベース・月額）  

単価（公費負担ベース・月額  
11  

保育所待機児童の現状   

○ 平成20年4月1日現在の待機児童数は1万9，550人（5年ぶりに増加）。  
○ 過去5年間（H15t→20年）で13万人分の保育所定員を整備したが、待機児童数は7千人しか減少していない。  
（保育所定員が整備されても、潜在需要の顕在化が続き、待機児童が解消されない状況。）  

○ 待機児童が多い地域は固定化（待機児童50人以上の特定市区町村（糾市区町村）で待機児童総数の約76％）。  

○ 低年齢児（0～2歳）の待機児童数が全体の約76％。  

【保育所待機児童数と保育所定員の推移】   【保育所入所待機児童2万人の内訳】  

待機児童数と保育所定員の推移  
人
 
相
 
 

万
 
 
，
－
 
 

3歳以上児  

低年齢児  
（0～2歳児）  

特定市区町村（84か所）  その他の市区町村  
（286か所）  

※特定市区町村の待機児童数は、全待機児童数のうち約8割。  
※低年齢児の待機児童数は、全特捜児童数のうち約7割。  

平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年平成20年  

12   



保育所待機児童のいる市区町村の出産・育児期の女性人口等  

全国の出産・育児期の女性の3分の2は、待機児童のいる市区町村に居住している。  

370市区■r村  84市区町村  
（1寺4■児上が1名以上）  （待l▲児tが50名以上）  全t『  

全lヨに占める割合  全圃に占める割合   

全人口  74．081，7フ7   58．0†も   42，300．133   33．1％   127．771，000  

うち20－3g払全人口   22，983．052   68．0，i   12．440．022   36．8％   33．823．000   

女性人口  37．653．244  21，520．308   65，461．000  

うち20－39象女一生人口   11，285．776   1了，193．000   

0鎗   53．395   60．5，i   32．719   37．1，i   88，189  

1暮   138．950   53．9，i   77．207   30．0％   257．757  

利用j児暮】牧  

（！家可医書所）                            2慮   

170．286   51．5！i   93．297   28、2％   330．644  

3鐘未三萬児   362．631   53．6％   203，223   30．0，i   676．590  

全年l隋児   991．395   49．0％   532．073   26．3，i   2，022．173   

亨寺t一児暮蝕  19．550   100．0％   14．784   75．8％   19．550   

鰹可保書所！敗  9．453   41．6％   4．952   21．8Ii   22，720  

うち社会‡■祉法人営   4．722   46．7，i   2，509   24．8，i   10，117  

うち賞刑法人普   110  86  

披可外保l■施！阻敷  6，240   86．1，i   3．623   50．0，i   7．249   

※1r全人口」「女性人口」のうち、r全国」の数仕は総務省「人口経書十年報」（Hl0．10．1）。  

※2 r全人口」「女性人口」のうち※1以列」「利用児暮】敗」及び「梓4▲児暮蝕」はl■生労●l雀t用均等・児暮手盛局食事快t胃一こ（原則H20．4．り。  

※3 r全人口」「女性人口」のうち「370市区■丁村J「84市区I町村」それぞれの内蝕である20～39蔵人口には、広■れI紆中市、庄原市及び安芸1田市の敷1江は■】汁中のため含んでいない。  

※4「t思可保書所l数Jのうち、r370市区書†村j及びr84市区町事寸JはI■生労働省1用】勾く尊・！見暮電】杜局保t課l罵人し（派別H18．10，1）．  

※5「一致可偉才軒数」のうち、r全国」は厚生労働省統計什相聞「社食細祉施股専騨董・1rh18．10．り二  

※611盈可外保1■施設】敗」は、I書生労働省I■用均響・児暮兼l荘局保書挑】Mパこ（原則H18ふ3り。  

女性の年齢別にみた働き方  
○ 女性の就業率自体は、25～29歳層をピークに、出産を契機とした退職等によって30－39歳層で下がりこ  
その後、40－49歳層まで緩やかに上昇（M字カーブ）。  

○ ただし、雇用形態としては、20～29歳層は正規職員が主であるが、30歳以降、正規職員の割合は下がり  

続け、パートが増加。  

15－19歳20～24歳25～29歳30－34歳35～39歳40～44歳45～49歳 50～54歳55～59歳60～64歳65歳以上  

出典：総務省統計即平成19年労働力調査」（詳細結果）14   



育児期の母親が希望する働き方（短時間勤務■残業免除）  

子の年齢別にみた、子を持つ母親として望ましい働き方（従業員調査）  
●■■●■▼＝■■叫● 

筋コ  
’‾‾‾‾‾‾「   r 

▼  
¶、「′－   

〉」  ；∩＝、■553： 甲、ホ野き＿＿＿＿．…＿＿．＿  

0％  20～  40％  60，i  80％  1D【）ち  

Al厳まで  

81畿半まで  

C3歳まで  

D小学校就学前まで  

【小学校3年生まで  

F小学校卒業まで  

G中学校卒業まで  

H高校卒業まで  

Ⅰ短大・大学以上  

注：図表を見やすくするために、5．0％未満はデータを表示していない。  

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（平成20年）  
15  

女性の夜間の就労と受け皿の状況  

（資料）平成13年女性雇用管理基本調査   

一▼、 ■′‾ 】一仙一  」 「”m 夜間保育所数とベビーホテル数の推移  

tJ  

「  

0」－Ⅵノーー遁コ生8コ＝＝＝埜±49＝＝±   

・ヾチ ごヾf  J∫千  ∫∫予  J羊  －㌔  J予  

ご．こ亡：、．・－しl ∴tゞ  ご．・、亡l ＿、、主√ ご‘、ゞ・ ∫t亡T  
、 

＿▲⊥∴・．・＿ 二 こ．、    †   へ‘ピー ホテ ル 】   

≠l算間保育所   ＝  

ベビーホテルの保育時間帯別入所児童数  

24時間  間帯が   
されている者  されている者   されている者  不          、明な者   

入所児童総数  

257（19も）  6．338（21ウら）  22．285（75％   668（2％）  29，548（100％）   

（440）  （5．734）   （23．721）   （745）  （30．640）  

児童数（割合）   

（前年児童数）  

（資料）保育課調べ 16   



核家族世帯の増加（家庭環境の変化）  

○ 児童のいる世帯に占める核家族世帯の割合が増える一方、子育て経験を持つ祖父祖母と共に   
暮らす三世代世帯の割合が減少している。  

児童のいる世帯に占める核家族世帯の割合  児iのいるせ帯に占める三世代せ帯の割合  

成3年  平成8年  平成13年  平成18年  

30㌔  

25％  

20％  

15ヽ   

平成3年  平成8年  平成13年  平成1   

（資料出所）国民生活基礎調査  
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．＿ 保育所が取り組む家庭への支援   

保育所における  

二ヽ ＼   

0 育児相談ありと答えた保育所は全体の釣83％である。  

0そのうち、釣92．1％が面接相談、約89．9％がt諸相談、  
約17．7％が育児学級の開催を行っている。  

0 生活面、♯神南での支捷の必要な家庭の有無について  
は、6書l近くの保育所が「いる」と答えている。  

O「いる」と答えた保育所において、その支捷の必要な  
家庭の数を見ると、平均3．6ケースと答えている。  

（資料出所）平成18年社会福祉施設等調査報告  

生活面、精神面での支援の必要な家庭の状況  

（資料出所）全国の保育所実態調査（平成20年・全保協調査）  
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子育ての孤立感  

敵城暮卿け引こは  

0  1¢  2山  
J（】  lくl  帥  帥l  

育児うち喀放されて気分転♯1◆る巧路がムれは  

姦Lたいときに話せろ相手錮、わば   

沈痛H力くてい一小チャットなど！．含むl  

子育てに′八、て相疎できる相手がI111げ  

′ミートナーユ；子育て；こレ上帝勒官とっこ  

電際：＝阻i〉る上うi＝た山i  

パーけ一己年育て乃喜びや天資き、   

自分の踵監感を号戸止れ美感してくIl州ま  

1t二番ヤ巨万ブ）」た、亡ご£・でさ川ご  

千里運木7和†る遥輯が増えるなど．   

干どもヤ子ど！虐i＝撼さLた托童に克れげ  

鋸沖凪甘緋二子育てがう重くいけ庁   

子育て．り苦労キ主わーのI．が理抑てくゎ封け  

日分の代±刊1こ子どtl王り蛸そ  

Lてり∫える／．がい九ピ  

ノこ資な州ユ自おだ－†で【1な・こ．胞明弘   

持しょう【こ喘九を絶えていること霊・；別納げ  

子育てが白旗子どい）鴫ないL！く艶）瑚上す   

でふろ♪Lう考え占ち自如；町故紙れば  

子育てぷ自知子ど抽母親な川父親叫畑   
であるという考えを喝摩周琴たなくな九ば  

そこ，、性  

孤立感′り喋赫1曝Lい  

臓望 蜘帆鵬伽l  

帆  2机  4仇  b仇  100t  

母乳専業壬削軒別   

駐掛ハート）（『丁矧   

母乳珊き）h瑚11   

闇  （i国訓   

田上くある  日婚ど紬古  恥よi譲る  ロれ瓜こ帥  

（資料）平成18年慶子育てに関する意識調査葡告暮  
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子育ての負担感   

qニー卓帯革禅家摩町有粧子育ての負担が大きし、、と感じる春め割合が高し ○‥負担感－の内寧を見昂と」「自申年時間が鋳てない1「身体¢疲れ「如†休まらない」が上也を占める  ▼  

■  
＿  

第ト2－35国 子育ての負担感の状況  

女性の子育ての負担感   

0％  20％  40％  60％  80％ 100％  
積で蓋しむ   

出帆きむ  

融細憶帆lので  
如淋f与机l  

子育て掟よる  
舶の鮭相和、  

片親のみ就労等  

時中綿て払ヽ  

（資料）（財）こども未来財団「平成12年慶子育てに関する  

意識調査事業調査報告書」（平成13年3月）  
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資鱒：岸茂男働省「斧2固21世親笠Ⅷ軒註軋（2恥2（草創l）年齢 ：l） 
注内乱宍髄き幕藩の母乳牢藁葺軌P数倍を奴遁平均したものである。   



現行の認可保育所のサービス提供の仕組み  

（現行の認可保育所の利用方式）  

○ 現行制度における認可保育所の利用方式は、  
①保護者が、市町村へ入所希望保育所等を記載の上、申込みを行い、  
②市町村において、対象児童が「保育に欠ける」か否かを判断した上で、保護者の入所希望を踏まえ、   
市町村が保育所を決定する仕組み。   

（市町村に対する保育の実施義務）  

○このような仕組みは、現行制度が、 五虹封に対して、認可保育所において保育する義務（保育の実施義務ユ   
の 

可保育所が利用される仕 
を課しており、この五町村による保育実施義務の履行（公立保育所において自ら実施するか、私立保育所へ委託）を通じ三   

細みであることと密棲に関連。  
（※市町村は、自ら（公立保育所）による保育の実施費用を負担、又は、委託費（私立保育所）を支払い。）  

一 

仁攣野幣督等都府  

（保育の実施義務の例外）  

○また、現行制度における五蜘   
が設けられている。   蛙、その他の適切な保護をしなければならないはする例外  ※「やむを得ない事由」…地域の保育所（認可保育所）全体を通じて受入れ能力がない場合を含む   

※「その他適切な保護」＝・家庭的保育のほか、認可外保育施設のあっせんも含む   

※ なお、市町村の保育の実施に要する費用は、公立保育所については一般財源化（市町村の地方交付税等の一般財源により負担）されているが、   

私立保育所については負担金（国及び都道府県が一定割合を義務的に負担する仕組み）となっており、市町村に対する保育の実施義務とその財源   
確保は切り離すことのできない関係にあることに留意。   

（認可の裁量性）  

○ さらに、市町村の保育の実施義務を履行する受け皿となる保育所の認可制度には、認可権看である都道府県   
に、既存車業者の分布状況等を勘案した上で設置が必要かどうかを判断する裁量が比較的広く認められてい   
る。（→※次回の検討課題）  

《参考》  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抜粋）  

第二十四条 五駐独鼠 保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護   

すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の塩呈上⊆起ろがある場合において、保護者から申込   
みがあったときは、それらの児童を僅＿喜放畑。ただし、付近に保宣所がない等やむを   
－■子キし＼事ヨか泰吉トときは、そn他巾適切てこ享護をしなければならごい、  

2 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと（以下「保育の実施」という。）を希望する塩護畳   

蛙、厚生労働省令の定めるところにより、珊鼓した邑込量   

を市潤H引こ提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護   

者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。  

3 市町村は、－の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべて   

が入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合に   

ぉいては．当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。  

4・5 （略）  
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他の社会保障制度（医療・介護・障害）による  

サ ービス提供  

（給付の必要性・量の判断■それに応じた受給権）  

○他の社会保障制度（医療・介護・障害）においては、  
・診察に当たる医師又は行政（南町村）が鎗付の必要性・量の判断を行い、  

・利用者は、当該判断の範囲内におけるサービス利用について、保険者又は行政（市町村）から盤蛙を  

受ける権利を有しており、基準を満たした保険医療機関又は指定事業者からサービス提供を受ける  
仕組みとなっている。  

（公定価格）  

○なお、サービス費用については、公定価格となっており、保険者・市町村による給付は、（利用者に代理し七）保   

険医療機関又は指定車業者が請求・受領する形式。  

規制を極力少なくしたサービス提供の仕組みの例  

○規制の極めて少ないサービス提供の仕組みの例としては、例えば、以下のような方式が考えられる。  
①利用者は、市町村ヘサービスの希望を申請  
②市町村は、サービスの必要度に応じ給付（利用券又は現金）  

③事業者は価格を自由に設定し、サービス提供。  
利勝剋可能な■稟所については・限乱ない方法も・二重越革を 満した指定事業者のみとするま  

④利用者は、選択した事業者に対し、利用券等に自らの負担を上乗せし、利用料を支払い。  

いす‘れも着京仁  

（利用券等＋自己負担）  
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（参考）サービス提供の仕組みの比較  

（参考1）   （参考2）  

現行の認可保育所の  他の社会保障制度   極力規制をなくした  

サービス提供の仕組み   （医療一介護・障害）による   サービス提供の  

サービス提供の仕組み   仕組みの例   

（1）サービス・給  市町村に対する保育の実施義務  個人に（2）の判断の範囲内の   ・個人にサービスの必要度に応   

付の保障   （※地域の保育所の受入能力が  じた一考額の受給権  

ない等やむを得ない場合は、  

「その他適切な保護」で足りる   

とする例外有り）   費の給付義務   応じた一定額の給付義務   

（2）給付の必要  市町村において「保育に欠け   診察に当たる医師又は行政（市  市町村において、サービスの   
性・量の判断   る」か否か、及び、優先度につ  町村）が給付の必要性・給付量  必要度を判断。  

いて判断。  又は上限量を判断   

（※受入保育所の決定と一体的  

に実施。）  

（3）サービス選   ・基準を満たした認可保育所の  ・基準を満たした保険医療機関  ・基準を満たした指定車業者   

択・利用方法   中から選択（※定員を超える   又は指定車業者の中から選択   の中から選択、又は、市中の   
（契約関係）   場合は市町村が公平な方法で  提供者から自由に選択  

選考。）  
・利用者が指定事業者と契約  

・利用者が事業者と契約  

・利用者が市町村へ、入所希望  
保育所を記載の上申込み  

（参考1）   （参考2）  

現行の認可保育所の  他の社会保障制度   極力規制をなくした  

サービス提供の仕組み   （医療・介護・障害）による   サービス提供の  

サービス提供の仕組み   仕組みの例   

（4）サービスの  公定価格   公定価格   自由価格   

価格   （※国が地域等に応じ市町村へ  （※国が診療行為やサービス毎  （※事業者が自由に設定）  

交付する「保育所運営費負担   等に応じた費用額を定めてい  
金」を定めている。）   る。）   

（5）給付方法   ・市町村が保育所へ、委託費   ・保険者による現物給付   牒」用者に一定額の利用券又は   

（補助方式）   （運営費）を支払い。   又は  現金を給付。  

市町村が利用者に費用の一定割  

合を給付。  ・（利用券の場合）事業者が市  

（※実際の資金の流れとしては、保  
険医療機関又は指定事業者が（利用  

者に代理して）保険者（市町村）に  

請求・受領。（代理受領））   

（6）利用者負担  ・市町村が保護者から所得に応  ・保険医療機関又は指定事業者  ・事業者が利用者から自由に設  
じた利用料を徴収   に利用者がサービス費用の一定  定したサービス価格から、利  

割合を支払い   用券支給額（定額）を控除し  

（※所得に応じた負担の上限有  た額を徴収  

り。）   （→※利用者負担が増大し、所得に  

よって利用機会が十分保障されない  
可能性）   
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（参考）他の社会保障制度のサービス提供の仕組み  
医療（療養の給付）   介護保険   障害（自立支援給付）   保育．（認可保育所）  

（1）サービ   ・保険者に患者（被保険  ・個人に要介護認定の範  ・個人に市町村による給付  ・市町村に「保育に欠け  
ス・給付の  者）に対する療養の給付を  田内のサービス費用の受  決定の範囲内のサービス  る」児童に対する保育の  

保障   義務付け（現物給付）   給権   費用の受給権   実施を義務付け  

（※地域の保育所の受入能  

・保険者が指定医療機関  ・市町村に要介護認定の  ・市町村に給付決定の範  
力がない等やむを得ない場  
合は、「その他適切な保  

護」で足りるとする例外有            に対し、被保険者に対する  範囲内のサービス費用の  園内のサービス費用の－  

保険診療を委託   一定割合の給付義務   定割合の給付義務   り）  

・市町村は自ら保育を実  

施（公立保育所）、又は委  

託（私立保育所）   

（2）給付の必  サービス提供者（診察に当  保険者（市町村）において、  市町村において、全国統  ・市町村において、条例  

要性・量の  たる医師）が給付の必要  全国統一の基準に基づく  ーの基準に基づく障害程  で定める基準により「保育  

判断   性・給付圭を判断   要介護認定により、給付の  鹿区分認定や、障害者を  に欠ける」か否か（サービ  

必要性・上限量を決定   取り巻く環境等を勘案して、  

給付の必要性■給付量を  

決定   （受入保育所の決定と－  

体的実施。）   

（3）サービス  ・基準を満たした保険医療  ・基準を満たした指定事業  ・基準を満たした指定事業  ・基準を満たした認可保  

の選択  機関の中から選択   者の中から選択   者の中から選択   育所の中から選択（※定見  

利用方法  を超える場合、市町村が公平  

（契約関係）              ・患者（被保険者）が保険  ・利用者が指定車業者と  ・利用者が指定車業者と   
な方法で選考。）  

医療機関と契約   契約   契約  
・利用者が市町村へ、入  

所希望保育所を記載の  

上、申込み  

医療（療養の給付）   介 護   障 害   保．育   

（4）サービス  公定価格   公定価格   公定価格   公定価格   

の価格   （※国が診療行為毎等に  （※国が地域等に応じサー  （※国が地域等に応じサ←  （※国が地域等に応じ市  

費用額を定めている。）   ビス毎に費用額を定めて  ビス毎に費用額を定めて  町村へ交付する「保育所  
いる。）   いる。）   運営費負担金」を定めて  

いる。）   

（5）給付方法  保険者が（現物給付の委  保険者（市町村）は利用者  市町村は利用者に、サー  ・市町村が保育所へ、委   

（補助方式）  託先である）保険医療機関  に、サービス費用の9割を  ビス費用の9割を給付（利・  託費（運営費）を支払い。  
に対し、給付に要する費用  用者補助）。  
を支払い  

（※実際の資金の流れとし  

（※なお、医療保険の中に   

は、療養費払い（償還払  者に代理して保険者（市  者に代理して市町村に請  

い）も併存。）   町村）に請求・受領。（代  

理受領））   

（6）利用者負  保険医療機関が、患者か  指定車業者が、利用者か  指定車業者が、利用者か  市町村が保護者から所   

担   ら、一部負担（被用者本  ら、サービス費用の1割を  らサービス費用の1割を徴  得に応じた利用料を徴収  

人については費用の3割  徴収（※所得に応じた負  収（※所得に応じた負担の  

等）を徴収（※所得に応じ  上限有り）  

た負担の上限有り）   



医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

（7）事業者参  ・保険医療機関の指定拒  ・指定事業者の指定拒否  ・指定事業者の指定拒否  ・保育所の認可拒否には   

入   否事由は法定されている  事由は法定されている  都道府県の裁量性が認  

められている（既存事業  

（指定拒否事由の概要）   

■ 当該医療機関に、指定  申請者が   申請者が  

取消など不正が認められ   ・法人格が無い   ・法人格が無い  

る  ・基準に適合しない  t基準に適合しない  

・開設者又は管理者の  
・刑罰や不正行為等が  ・刑罰や不正行為が  

刑罰や不正行為が認めら  

れる  
認められる  認められる  

場合に指定拒否事由に  
場合に指定拒否事由に  

該当。  該当。  
該当。  

※なお、居住系サービス  
※なお、病床数（入院  

については、都道府県又  
ベッド数）については、都道  

府県が医療計画において  
は市町村が事業計画にお  

いて定める必要量を超え  

定める基準量を超えるもの として勧告を受けた場合は 
、  

保険医療機関の指定の拒  
の指定拒否が可能。   

否が可能。  
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医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

（8）情報開   ・医療機関に都道府県に  ・指定車業者に都道府県  ・情報開示に関する制度  ・情報開示に関する制   

示・第三者  対する一定の事項（医療  に対する一定の事項（従  は特になし   度は特になし   

評価   従事者の数、治療結果  業者の数、経験年数等）  

情報等）の報告が求めら  

れており、都道府県が  
一括して公表  て公表  

力義務   努力義務   

・第三者評価の 受審は任  

意（上記の情報開示に  

係る報告事項の対象）   は第三者評価の受審を  

義務付け   
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現行の保育所の認可の仕組み  

（現行の保育所の認可の仕組み）  

○ 現行制度では、  

・五虹杜が認可保育所を設置しようとする場合は、都道府県知事への屁出   

市町村以外の暑が認可保育所を設置しょうとする場合は、都道府県知事による認可  

を経ることとされている。   

○都道府県知事は、市町村以外の者から認可の申請があった場合、都道府県及び市町村による保育需要に   

関する現状分析と将来推計を踏まえ、申請への対応を検討すること（「保育所の設置認可等こついて」平成十二年児発第二   

九五号通知）とされており、認可の可否に関する裁量が比鼓的広く認められている。   

○ なお、主体制限については、平成12年に撤廃されており、株式会社やNPO法人の参入も可能。   

ただし、施設整備補助は対象外とされている。  

（認可の効果）  

○ 現行制度では、市町村に認可保育所における保育の実施義務を課した上で、認可保育所における保育の   
実施に要する費用を市町村が支弁するものとされている。  
（※ 市町村が支弁した保育所運営費の負担割合は、  

・公立保育所は市町村10／10、   

・私立保育所は国1／2、都道府県1／4、市町村1／4。）   

○認可保育所となることの主たる効果は、この市町村による保育所運営費の支弁にある。   

○また、認可保育所にlも児章福祉施設最低基準の遵守が求められている。【→資料4P24】  

（保育の「実施義務の例外」との関係）  

○ 一方で、現行制度における市町村の保育の実施義務には、地域の保育所全体を通じて受入能力がない場合   

を含め、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき」は、認可外保育施設のあっせんを含む「その他   

適切な保護」で足りるものとされていることもあり（→※第12回（9／30）の課題）、待機児童がいる市町村の場合で   

必要な基準を満たしている場合であっても、認可されないことがあり得る。  

（参考）  

軒町寺寸  ：軋金権牡 法人  恕紐法人  欄摘鋸吾人  草根法人  窮塵珪：人  HPロ  ♯式金村二  胞人  モの憎   汁   

1l．即遵  lO▲l郎  q   まヱ†   l了1   2了1   5▲   11牒   苫1空   1旨   詑．岳鴫  

吐  京・買臓  学舷法 費法人  ・・ 式：  ，1宮人  その他  
療   3   5   0   

主づ】コ  J  10   α   S l空   百日   2   

冒11   Z  叩   2   き   l・之   

持1亭   1  ¢   8   匡  lT   D   6  

甘沌   コ  35   主   5   て2   き  芝4  5   ヰ   性  臼   

1・1；丁  苫了  i l   Z   2   G  1   

ヰ了   j1‡．．享   田     0   ！3      2で                     叩  38   ～   q  2   10  ラ  



現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み  

（現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み）  

○ 市町村が策定する整備計画に基づいて、以下の設置主体が保育所の施設整備（新設・修繕増築等）を行う   

場合に、定員規模、地域等に応じて、補助を行うもの。  

《対象法人》  

社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園の保育所部分）、日本赤十字社、公益法人   

（※株式会社、NPO法人は対象外。なお、公立保育所の施設整備については平成18年度に一般財源化。）  

《国庫補助単価》 定員90名の新設の場合1施設当たり6千万円（事業費ベース1億2千万円）※加算により異なる  

《費用負担》 定額国1／2相当、市町村1／4相当、設置者1／4相当  

35  

現行の保育所運営真の仕組み  

（現行の保育所運営費の仕組み）  

○ 現行制度においては、  

（1）「基本分保育単伍1が①地域、②定員規模、③入所児童の年齢に応じて定められ、さらに  

（2）「民間施設給与等改善費加傾＝が職員1人当たりの平均勤続年数に応じて行われる仕組みとなっている。   

※「民間施設給与等改善費加算」については、余剰がなく給与改善等に支障を来すおそれのある民間施設における公私間  

の給与格差是正を目的にしているため、配当支出が行われている保育所については対象とならない。   

※ なお、保育単価は、あくまで国庫負担の基準として設けられており、都道府県・市町村による上乗せは可能。  

【16／100地域（東京23区）  

【民間施設給与等改善費加算率の前提となる職員1人当たりの平均勤続年数】  
‾  

内   

J、†－：  
Im訂  

圭1   

旭1訂司1刀トキ圭  

lコl＼こ工1】貯÷．－  

州1】jl］符「′・  

さ一11㌍∵  

I’．〕l沌ト  

睨＝ヨt．し当た‡1tF二！や壇・■l笥多∃川二ま≡三▼  

川勾二L〔L  

7曾守」．1・ 汀牢け†㌘j  

いト     ‾ニェート㍑  
】甘1．1々  

】l二】   

ヽ1、．   
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現行の保育所運営費の使途範囲  

○ 現行制度においては、市町村から支弁された保育所運営費については、原則として潮事業量   
に充てることとされており、以下の要件を満たした場合に、以下の範囲の費用に限り充当が認められている。  
（「保育所運営費の経理等について」（平成12年児発第299号厚生省児童家庭局長通知））  

※当該保育所を設置する法人本部の運営経費へ充当するためには、さらに、前期末支払資金残高の取り崩しについて、市町村  

（社会福祉法人の場合は理事会）の承認を得て、運営に支障が生じない範囲内において行う必要がある。  37  

現行の保育サービスの必要性の判断基準  

（「保育に欠ける」判断の仕組み①一政令による基準）・   

○ 市町村が、保育の実施義務を負う対象である「保育に欠ける」児童であるか否かの判断については、「政令   
で定める基準」に従い、「条例で定める事由」によることとされている。   

以下のいずれかに該当   O「政令で定める基準」としては、    土   
保護者と同 が児童の保育ができない場合とされている。   

居親族等  《保護者の置かれている状況に関する要件》  
① 昼間労働することを常態  
② 同居親族の介護  

《保護者の心身の状況に関する要件》  
③ 妊娠中又は出産直後  ノ

ノ
「
一
 
娠
病
 
 
害
 
 

妊
疾
 
》
災
 
 

他
 
 

③
④
 
の
⑤
 
 

そ
 
 

負傷、又は心身の障害  

その他（「前各号に類する状態」）   

◎ 児童福祉法施行令（昭和22年法律第164号）  
第二十七条 法第二十四条第一項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育するこ   

とができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。   
－ 昼間労働することを常態としていること。   
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。   
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神苦し〈は身休に障害を有していること。   
四 同居の親族を常時介護していること。   
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。   
大 前各号に類する状態にあること。  
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（「保育に欠ける」判断の仕組み②一条例による基準）   

○各市町村においては、「政令で定める基準」に従い、「条例で定める」事由により、「保育に欠ける」児童である  
か否かを判断するが、政令とほぼ同内容の条例準則のほか、卿 盤艶を提示   

している。  

① 立並虫でも入所申込みが可能【平成12年通知】   

② 下の子の育児佐豊里畳に際しての上の子の取扱いについては、次年度に小学校入学であるなど  
「入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合」、「発達上環境の変化が好ましくない場合」は、  

継続入所で差し支えない。【平成14年通知】   
③ 母子家庭及び 父子家庭については、優先的に取扱うこと。【平成15年通知】※「母子及び寡婦福祉法」で規定  
④ 虐待防止の観点から、保育の実施が必要な児童について  は、優先的に取扱うこと。【平成16年通知】※「児童  

○実際の判断基準となる各市町村の条例を見ると、おおむね以下の傾向が見られる。   

《都市部（待機児童の多い市町村）》  

・相対的に註細かユ直後な内容。  

・①政令各号で明記する事由（就労／妊娠・出産／（養育者の）疾病・障害／同居親族介護）により  基本的な優先度を決定し、②同優先ランク内の調整指数として、・柵丘  用いる構造とな 
っているところが多い。  

《その他（待機児童の少ない市町村）》  
・相対的に太丘且で幅広く認めることが可鹿な内容  

・政令各号で明記されていない事由髄虐待等）跡  
ところが多い。  

入所基準（条例）の実例（D（神奈川県横浜市）  
《人口365万人（平成20年9月1日現在）、待機児童707人（平成20年4月1日現在）》  

5 保育所の入所選考基準  6 入所選考基準かl司－ランクでの硯盤紹劇十月儀  
（1l・た上山▲1月裸⊥）  

減≡守一ワンクで止～だ舶に・目下の顆日5‾・韻呈す石地合E‘・l㍑写澗闇lとしてそれモーしの】阜日L二点且菅つけ亨す 
． ♯この点強が別Ibから貞一「デモし亨す．nお．膚空嫡勤め点おが加1月であってもぅンクめ土hば禿りません．  

（婁準の零スー甘）  
■ランクは、ABCD∈FGのばに入所の岬位が■いものとします．  その耶1のT即断状傷  
★お父さん お母さんでランクが貴なる場合坑 げ瓜の賠いうンクを近用し屈す   崇   ・ 三  
＊同零している祖父ぢガ65慮宋鵜の欄さ、胃脊可能な乃とみなします．その博さ、保育で    冊から削ま各項目1う   

きない手を駈噌す払診断書写在民出することが必■です．  ンケずつ、（勤ま2ラン   

水b苫児・児⊇騙祉の11点から保■に欠ける児妥についてkL この盈弓要事を基に別途に    ク．1■＃で2ランクまで   
世事します、  アップしまナ．   

十道号に当たってにL保育が必欝な理由別の下陀の「ランクfuに墨つきA・－G珊に区分し    媒重臣loひとりれ世♯   
「モの他の世冒状況」と′もに総合的に尿Tに欠ける確仁を判環し 入所剰石のIl位雷戦跡し    事」が適用される■合は   

証す．  ラ  
お父さん、お母さん（蛍1）か保育てきない理由、状況   ・‡，ひとり■世榊  

阿  月20日山上ひつ1E）8時間以上、≠1ている．   ・‡・生活儀hせ鬱        A   

（外■り・居宅外  月16巳以上ひつ1日71樽見以上、闇′lている．  B  8生竹中心■の失■  
自営I   月16日山上かつ1日4■拘以上‾7■同末鶴、闘いてしlる．   C  

D  月中矧白じ上かつ1白7隋財以上の仕事に内‘正している．  
月16日b上かつ1【∋41需Wl止上7輪■I未枇牢に内文している．   ∈   

2  月20日以上一ひつ1日B疇筍以上、甜′lている．   lこ■仏書T軋■倉            B   

（内勤・居宅内  C  

自宅）   D  

月16日山上力、つ1日丁幡肘以上のt土霹こ内在している．  E  

F   

3 左折産竣  お母さんが出亡父届出正孝定日の硯■各日週間の期間にあって、出蜃  D   の】攣好又！才休日蚕畏する．   
ありません．  

4（1l   入椚または入偶に相当する鰻疇や竜神雪辱する自宅療■て★に何色lレ   
病気・けが  ているl■含．  【R－ランクで並んだ壇  

適伊托朗色竜洋い、鸞こ別電要するなと、雫青が鴨暗智粍な場合．  B  せの朗】  

通Mを行い、1日4樗臥穏4日山上の要働び必寧て俣▼む喝繋  E  間一っンクで並んだ■舌   を】葛合．   は以下のj状工文書■女嘉l■   
により．遇瞥Lます，  

4くZI 心身の障雷  身体l■善書手」は1・〉21臥 繊I＃■≠書保健福祉手41‖■－3較．  A  
身体隕言古手帳3政の鷲付雷受けていて，．床Tび歴護な場合－  B  

身体事■等号手帳4崎の交付雷受けていて、保育が軌な鳩舎   E  

5  

千■て重機書となる  

4【］以上かつ1日7持場心上保倉が困難なtt合，  
B  

ニ亭：駄方状農   病人やモー基占（児）の介絶や入間・耕・逼所のけき扇いのため、週  E   4日山上ひつ1日41I細山上保■が帥な損金 
．  まIl書奪うた用血轟  

描、凱水苔．蝿その他の塁琶により自宅や近侍の紆18こ当た－ノて   の書■など  
A  

7  

通学   ＝lせ▲うだいの状況 さ▲うだい■－▲ 

8   

牧  
・■■   人類や■子世帯など  

9   
し7ノ■象所書義一l  

ひとり精世＃■において 拙 珊竜勅 停鞭糊Ⅴを行う‾と‾   専  A  

有ります．）  あり零せん．   

10   児五誌祉のは魚ひら、に批評鶴センター臭が掩に厚胃に突ける訂息忘  A  
その他  が悪いこ判脚lしだ場合．   上∴亡I  

（漁1ノ お父さん、お母さんがいない1悪さは、その他の簾比占。   
（※2） Aランクかつ2ランクアップ相当として選書します、  

、    ＿   li可言】  備考   
申込児童苓65わ■兼Ⅰ糟の疇瑛に輝けている   －1  

転■l（転l専守伴う】▲企及びき止うだい巧】時入所のたやの璃合は持  ロ     く、l耶Eこども■）からの篭■lI才喜6）  
保Tの代             種浜喋躊さ、詑應鎮礪1h】址巳．相可乳児保育所の卒園児＼卒国情に   

3   

真！】）  畑lつミ更1r▲  ついて  

保l書の  

みの利用l才色まない）  ㈹ 
児蜃をMでtている   しま勺‾．  

児毒力I危瞬を伴う曙環lこいる   

保書の代日宇織⊂問レて、上舵山外の場合   0  

錠儀■けJ■停職t手l■1．2鮫・！牡の事■＝欄爾劉腋〉 り耐耶帽  2  元のランクの精製ガ「心   占保■机触手●11．乙3蛤の一つに鯉当丁袖吉覆たはそれと何摺機  
のl■善かあるとl匿めらnる心員l■】■占の霊■含  身の旦筈」のときl註加点  

し圧せん．   保糟盲が♯体障古老細3繰出下で留脅仁暮しく負担かかかる≠さ  u  
可師旺内に尋咽ぜ・t匿の事げr■再寧】は）・帽坤博吉古層糧   
＃祉細琶I●っている省力1いて介絆している鴇合  
阜当脹汽古文は帝牌占がこれらの手繰を搾っている場合tま辟＜l  元のランクの精禦が「楕  

旅の】7三尊」のときは加点  

しノません．   l可官女庄内に露介粧1以上の陀環■ガいて∩！饗している箆合【在：苔介  ■   ！鉱に限るl   

巾5内†王1壬  市外7王t壬■（l五入予言盲は瞬く）   －8  

■■赴任   
鵬l大沢  

唇宅外自害■であるカー、■l鵬一伊自宅に†井一皮している   －1  

■力積葉械が1か月末）■である世帯   

ひとり観   ひとり顆せ扁で65止兼ねの間色舶か【いない場合   3  

世帯         ひとりIt世弓甘で65農夫ヱ｛珊l琴仰がいるl■言   

元のランクが「9．ひとりfl世帯砦Jで5統労内7EのⅠ■合   －2  上2行の点放と璽手皇して  
元のランクカー「9．ひどり班世帯琴」て求帖仲の喝合   適用一さnます．     －7   

き．仁う  だい  2  

闘犬i兄   

をした毘含   

＜Ⅷ－ランク・同一1■盤捕引放で丑止んだときの王E曹＞  
舘同一ランク・同一貯遵指超‾で並んだときは、以下のIIにち零して這毒します．   

■  積里見の倭儀lけt正一tl．ト・tl¢のl順）   ql災喜 てか疾1亮・醸 弘琶宅外労嵐 由一∩！纂 魯：ひとり曹買寄 寓り雷電内労働 〝居宅外・内労働   （ 
内定） 冊苛 むこ出l■ 麺求l帽q⊃   

2  葡叫のうIうー万が珊を伴う堅★H酢瞑て諮る世帯   
3  職印餉・暮榊東力のi越さ   
4  序！蠣の鳩力魯の「■舞   

5  ■胃している小学生以下の手とも山人右ほ門看い塀   
‡皇済的tモミ冗聞昭桝i写念冨戸）が低い世罵  

ら     ただし．4月1日入間kL 麒I年の庄戸；睨群て孝巴：宣する濃含もあlつます  
n軒先からのセ付州に含わない堵のやむを吊店い珊合昏除き．任明がある告が一号先・   

40   



入所基準（条例）の実例②（山口県山口市）   
《人口19．1万人（平成20年9月1日現在）》  

○山口市保育の実施に関する条例  

（平成17年条例第95号）   

（趣旨）  

第1条この条例は、児童福祉法（昭和22年法律   

第164号）第24条第1項の規定に基づき、保育   

の実施に閲し必要な事項を定めるものとする。  

（保育の実施基準）  

第2条保育の実施は、児童の保護者のいずれ   

もが次の各号のいずれかに該当することによ   

り、当該児童を保育することができないと認め   

られる場合であって、かつ、同居の親族その他   

の者が当該児童を保育することができないと   

認められる場合に行うものとする。  

（1）昼間に居宅外で労働することを常態として   

いること。  

（2）昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の   

家事以外の労働をすることを常態としている   

こと。  

（3）妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。  

（4）疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神   

若しくは身体に障害を有していること。  
（5）長期にわたり疾病の状態にある、又は精   

神若しくは身体に障害を有する同居の家   

族を常時介護していること。  

（6）震災、風水害、火災その他の災害の復   

旧に当たっていること。  

（7）市長が認●める前各号に類する状態にあ  

ること。  

（委任）  

第3条 この条例に定めるもののほか、申込手  
続その他保育の実施に閲し必要な事項は、  
規則で定める。  

附 則  

この条例は、平成17年10月1日から施行する。   

（資料）山口市例規集より抜粋 41  

入所基準（条例）の実例＠（福井県小浜市）  
《人口3．2万人（平成20年8月1日現在）》  
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保育内容  

保育環境  

’三∴壌鼻∴1】’〔  

ニ、ごし1い ■・ワ丁寺、：ごゞゝ・こ・1．・二 7＝．1】 ・ニ1t，＝  

保育の葺を支える仕組み  

○ 保育所保育指針（ガイドライン）   

（保育の日額、ねらい・内容、保育計画、健康・安全等）  

○ 児童福祉施設土佐基準  

（♯且配置、施設設儀等）  

○ 保育士資格  

（指定保育士♯成施設（2年以上）の卒業又は国家試鹸合格）  

○ 保育士の研♯  

0 都道府偏による監査  

0 第三者評価（保育内容・方法、保育所の運営管理等）  

○ 子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で、保育所  
適切にその役割や機能を発揮できるよう、保育の内容の貫  

ト保青所保書嶺針め改定（平成21年4月・佃細  

O「新待機児童ゼロ作戦」において、「国及び地方公共団体  
保育所の取組を支援する」こととされた。  

○ これを受けて、今般、国として、保育の質の向上に資する  
取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプ  2「俣青所l≠おける如拘上の、ためのアクション  
3鹿妻所ゐ鱒設改儀に由する暮墟i拳ゐ曳直l  

○ 保育所の最低基準における面積基準については、「制定  
ているものも少なくない」との指摘を受けているところ。  

○ そこで、機能面に着日した保育所の空間・環境に係る科雲  
最低基準を見直すこととしている。  

4保育±の彿保方策の推準1  

1  士  ▲ 書接妻妾（来生唐予豊一任主事衆寡：盾）  

（1）保育士の需給状況等に関する調査研究  

今後の保育士の需給状況に関する調査研究を行うとと  
再就職に際する問題点等を分析する。  

（2）保育士の再就職支援研修等  

大都市圏（東京・愛知・大阪）に設置する「福祉人材ハ［  

再就職支援のために、きめ細やかな職業相談・職業紹介、  

2 幼稚園数！愉免許所得者 の保育土管格取得の推進  

幼稚園教諭免許取得者が保育士資格を取得するには、事妄  
保育士資格を取得するために足りない単位を別途取得でき   

茸の向上のための取組について  

所に期待される役割が深化・拡大していることを踏まえ、子どもの保育や保護者への支援等を通じて  
を高める観点から、保育所保育指針の改定を行い、これを推進する。  

ノブログラム」（平成20年3月28日公表）の推進  

体において、保育所における質の向上のためのアクションプログラムを策定し、質の向上のための  

保育所における各種の取組を支援する観点から、国が取り組む施策及び地方公共団体が  
プログラムを策定し、推進しているところ。  

以来ほとんど改正されておらず、中には明確な科学的な根拠がないままに長年適用されてしまっ  

学的・実証的な検証を平成20年度に行うこととし、この結果を受けて、保育所の施設設備に関する  

ともに、保育士資格を取得していながら就労していない保育士に対して、今後の就労意欲等の調査、  

ローワーク（仮称）」において、福祉人材確保対策の一環として、保育士資格保有者である求職者の  
、再就職支援研修をモデル事業として行う。  

旨定保育士養成施設を卒業するか、保育士試験に合格することが必要であったが、これに加えて、  

るようにすることを検討する。  
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児童福祉施設最低基準  

○ 保育所は、乳幼児が1日の生活時間の大半を過ごすところであり、その保育  

サービスの質を確保する観点から、国として  を定めている。   

［主な内容］  

：＜職員配置基準＞  

保育士  

0歳児 3人に保育士1人（3  
3歳児  20  

※ただし、保育士は最低2名以上配置  

）
 
 
 

1
 
1
 
 1・2歳児  

4歳以上児  

6：1  

30：1  

保育士の他、嘱託医及び調理員は必置 ※調理業務を全て輔する場合は、調理員を置かなくても可  
l  

t ：＜設備の基準＞  

0、1歳児を入所させる保育所：乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所  
→乳児室の面積‥1・65ポ以上／人 ほふく室の面積‥3．3ポ以上／人  

2歳以上児を入所させる保育所：保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所  

： ※屋外遊戯場については公園等の付近の代替施設でも可  

→ 保育室又は遊戯室の面積：1・98ポ以上／人 屋外遊戯場の面積：3．3ポ以上／人  

45  

保育所保育士配置基準  

乳 児   1歳  2 歳  3歳   4鹿以上   

中央児童福祉  3：1  
審議会の意見具甲  43年度：  6：1   20：1   3＝⊃：1  

（昭和37年度）  意見具申：   

23～26年度   10：1  30：1   

27′〉36   10：1  （10：1）  〇0：1   

37 ●38   10：1（9：1）  30：1   

39   

40   8：1  〇（〕：1   

41   （7：1）  30：1   

42   6：1  30：1   

43   6：1  （25：1）  

44～平成9  （3：1）   6：1  20：1  30：1   

平成10～   3：1   6：1  20：1  30：1   

（1人）  

（1人）  主任疇▼士代替停t士   

（ざ封1・配置基準は、最低基準による．  
2・く ）内は、保育所運営費上あるいは他の補助金による配置基準等である。   
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各国の保育制度（職員配眞、施琶＝殴爛の基準）  

国名   駄月＝巳1   施設・設傷   
0 虎児  3：1   02▲児末虞  

日 本  1・2 鮭児    6：1   乳児圭（1人1．ら 5rイ）  

3 鐘児  2 0：1   ほふ く 玉（1人 3． 31ポ〉  

4・5虚児30：1  直様圭．鯛理圭、便所  

02塵以上児  

保育者は有た枯者のみ  ほふく重文は遊戯圭（1人1．9  

8rd）  

塵外遊戯重く1人3．ユ¶トト  

桝理婁、便所、保書用人   

ア メリ カ   0各州まちまち   ○各州 まち まち   
フ ラ ン ス   0所長及び保t】瞳■の半数以上は  

乳幼児■：∩の資格者（集団保  

書所）  

○公立保書所   ○児玉一人当た り の面積  
イ ギリ ス  1 1－ 6：1（年齢 によ る）  0・一 之鮭未満児   3． 5 ∩イ  

○私立保書所   之 塵児  2． 5 rイ  

0－2慮児3：1  3 鐘児以上  2． 3 ポ   

2－3塵児4：1  
3・一5塵児8：l  

保I＝臨月の半数以上は有資格者  

○ プレスク ール   ○ プレ スク ール  
スウ ェーデン            通∵欺、15名～ 2 D名の年齢混合  少な く と も ヰ靂l顆の部屋  

のグループに 3 名の保11竜   （食堂薫作霊室、遊戯室、絵面木エ  

（う ち 2名は有ヂ＝臨奄）   圭、′ト遮戯婁）   

0全 日 保育   ○全日保育、半日保育  

ニ ュ ージーラ ンド         （少な 〈 と も1名が有精格寺）  遊びに使えない壌所を除いた空間  

2 鼠未満児 5：1   1人 2．5 ポ  

2鐘以上児（※）  屋外遊戯増（1人 5 rJ）   

1－6名に保書看1名  

7～20名に保書看之名  

21～30名に保★肴3名  
31－40名に保育者4名  
41－50名に保育毛5名  

Z塵未満児・以上児混合  

1 

4名以上の場合は、※と同様  

保育所保育士の養成、研修等の現状  

】敢員の資  

0職員：知識技能の修得、維持向上の努力養務  

○施設：研修の機会の確保義務  

保育所内での研修のほか、保育団休、地方公共  

団体主催の研修会に参加  

○指定保育士養成施設（544か所）   

（大学、短大、専修学校等での所定の  
課程（2年以上）の履修）  

又は  

○保育士試験（都道府県が実施）に合格  

資格取得者 約49，000人（年間）  

保育所勤務節操育士敷く常勤換算）  

306，253人くうち非常勤28，179人）  

社会福祉施設等調査（H17年）  

保育土着成辣撞（概要）  

○保育の本質・目的（社会福祉、社会福祉援助技術、児童福祉、保育原理、養護原理、教育原理）  

○保育の対象（発達心理学、教育心理学、小児保健、小児業者、精神保健、家族援助論）  

○保育の内容・方法（保育内容、乳児保育、障害児保育、箆護内容）  

○基礎技能 ○保育実習 ○総合演習  計68単位以上  
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保育士の平均年齢、勤続年数及び平均貸金等について  

0 保育士は、全産業と比較して、女性労働者の比率が高く、勤続年数は短い。  

0また、きまらて支給する現金給与額も、全産業と比較して低く、その待遇は、現在においても介護職員と   
近い状況にある。  

男  女  

きまって支祐  きまって支羞台  
構成比  平均年齢  勤続年数   する現金給与  

書亭   

全産業   68．8％  41．8歳  1き．5年  872．7千円  31．2％  39．1歳  ＿丘L皇室  ＿ヱ迫．丘土田   

保育士   4．2，（  29．2綾   5．0年  229．2千円  95．8％  32．9捻  ＿乙＿ヱ生  217．9キ円   

福祉施拉介隆一   29．2％  33．2歳   4．9年  227．1千円  70．8％  37．2歳  5．8年  j迎生月三日   

ホームヘルパー   15．2％  37．6歳   3．9年  230．6千円  84．8％  44．7鹿  4．5年  197．0千円   
（資料出所）平成18年賃金構造基本統計調査  

（参考）勤続年数等に応じた運営費の加算について  

1 主任保育士の加箕  
主任保育士の選任加算費を必要とするものと認定された場合には、一定額を加算する   

2 良問施設給与等改善曹の承盗  
聴貞1人当たりの平均勤続年数を基礎に加算率を適用した運営費を支給する。   

※ 職員1人当たりの平均勤続年数10年以上  12％加算  

7年以上10年未満 10％加算  
4年以上7年未満  8％加算  

4年未満  4％加算  

認可外保育施設に関連する現行制度  

（認可基準・定員規模）  

○ 現行制度においては、認可保育所に対して児童福祉施設最低基準の遵守を求めており、同基準を満たさなけ   
れば、認可は行われない。（※児童福祉施設最低基準 → P4）  
※ 一方で、保育所認可には、都道府県知事の裁量が比故的広く認められており、必要な客観基準を満たす場合であっても、   

認可されないことはあり得る。（→※第13回（10／6）の課題）   

○ また、認可保育所の定員規模は、60人以上を原則。都市部の要保育児童が多い地区で低年齢時を一定割   
合以上受け入れる場合や、過疎地域など一定の要件を満たす場合に、例外的に犯人まで定員規模を引き下り   
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（認可外保育施設に対する財政措置）  

○現行制度においては、認可保育所における保育の実施費用のみ、市町村の支弁義務がかかっており、認互生  

倶育施 育直郵 設に対しては、認可保 L皐業所内保育施設lこ対する助成金を   

除き、制度的な公曹投入はなく、各自治体が独自に支援するか否かに委ねられている。（※認可保育所への移   

行支援に係る補助制度・事業所内保育施設に対する助成制度 → P5）  

51  

（参考）  

児童福祉施設最低基準と認可外保育施設指導監督基準  
（参考）  

認可外保育施設の認可化移行支援に係る補助制度  

○ 認可化移行促進事業（19年慶子算額20言方円→別学慶子算寮13百万円）  

（20年度）   

・移行促進事貰 2Dか所 ＠200万円 福助箪1／3  

0 認可外保育施設の衛生・安全対策  

（19年虔予芽額23百万円一20年度予芽菓23百万円）  

項   筒  1た亀穐1止施設最t廷基準（保育所）  認可 外保育有投花噂l！督 暮準   

且   月．  ・ 酸亡基車   ・ 主たる保育晴間11時間に・ついては、  
U巳皇）：【県甘士1  最低基準に観定する敷以上、11時間を  

口庶児  3   1   8える時間帯については、現に保訂きjl  
1・2羅児   6   l   ている児童が1人である場合む輸き、常  
3厳児    20   】   時2人以上の配置が必野  
4他以上児  コ0：】   ・保帝着の3分のl以上が保育士ヌは苛  

・ 保育士のみ   【一婦資格が必要   

投   傭  02最兼I貫   ・ 保育夏 1．66【イ／／人  
・乳児重l．65rげ／人  ・ 謂喀妄．伍所   

ほふく喪3．3d／人  
・医務蔓、碑理壷．便所  

02託以上  
・操甘塞又は薮蚊蓋l．98ni／人  

員外遊軸 3，3Td／人  
，一加理孟、便所  

非常；㌧筈に  ・ 消火用員、非鷲口琴の記遭   ・ 胤火用具、非常口竿の設置   
対する処慮  ・ 定期的な肌條の矢場   ・ 定耶的な訓練の実施   

躁▼塁草々  ■ 伝；事防止設備   
2略以上に   
股けろ場合  
の条件  ○保育室帯をヱ僅lこ臣りる鳩せ   ○保瞥嚢等を2階lこ設ける掛合  

・耐火墟縫物実は準耐火嬢築物   ・ 耐火塵詰物又iま準嗣火鴇縫物  
・ 缶外陣殴．艦内♯別凝滞階設（珪亮基  ・ 塵外階段、凰内特別避難緻段（畦茶芯  
隕紡掩行合翳】23央第ユ項）等に上モ2オ  聖徳城門奇策1Zユ条欒ユ垣）悸lこよ52カ  
糾董艦尾掛   向整斉l脛持  

0院官主鱒を3倍以上に拉l■ナる穏合  〇県有嘉等を3障以上に泣ける現合  
・ 齢火埠堅物   ・ 耐火足編物  
・屋外階段．特針避紐階段偏に上る2方  ・ 屋外階段、軒別；捻経略段革に上モ2二右  
向彊鮭昆苺（4倍以上の場合は区外億欄  内乱＃往路（4階以上の堤合は屋外華鼠  
嗜陳モ必虚）   暗殺を必爬）  

・調理墓の防火区囁（自動汎た癒毘辛が  ・ 碑埋立の防火匡府 〈e勒消火装匝琴が  
設置されていも脇今の市岡あり〉   は旺されていろ焙合の特例ぁり）  
非常警根絶具   非常■零舗温泉  

・カーテン噂の防炎処巴  ・ 力一テン等の柏炎処理   

D院盲の内容  緊†岩音所保育指針に準じる．   
・確度状惣の観軋限装号の県宮の有無  

についての検査、自貞義び．．畳項  
・腺徒者との連結  

C・給食  

・必妄な策獲塁と含水  

・献立の作應  
二既読詮蛎クノモ綻  

［ 

鐸可外保育施設に従事する横風に対しても俺康診断を行うことにより、受珍の促進を図ろ．  

平成19年度より放硯後児象琴衛生辛葺からの認可外保育免役分を分敵手定．  

0保育所体験特別事業（19年度予算額30D百万円→20年虔予算案BO【伯方円）   

（19年庚）  （20年慶）  

900事業  →  9DD寄集  鴇助率し／3   

ぺピー▲ ホテル等を利用ナる親子箪に保育所を開放し、児造の究副長貌のチェγク．読への  

相談、助言などを実鼠  

0 保育従事者研修草葉（19年庶子算栃5∂百万円→20年庶子事案49百万円）  

（19年度）   （20年度）  

開催国款  98亘】 一  99回  

補助率  定額  

［認珊拐育諒抑琵設長鞘盲従粥を縛とした珊の純・］  

庄二2・耶卜筏育琵紋指導監督港町lご．買黒々三吉可外信有証書を甥け十ろブニめわ（．のてあり．当盲≠迄勘＝  

蓮台すう琵可舛信号浣紋で舌）つて博引絢～て最福祉拓己む最低塾生モ計1二とヱこ望亡しし、，  52   



事業所内保育施設に係る助成制度について  

平成20年度  平成21年度（予算要求中）  

利用者は、原則として、  その雇用する労働者  

・設置費  

対象♯用：建築費等  

助成限度較：2．300万円  

助成率：大企業1／2 中小企業2／3   

・増築費  

対象費用：増築兼等  

助成限度額：  

増築1．150万円建替え2，300万円  

助成率：1／2  

・保育遊具等購入幸   

助成限度額：40万円   

・運営費  

対象兼用：運営に係る兼用（人件費等）  

率‥大企美1／2 中小企業2／旦  

支給期闇：5年間  

・設置費  

20年度と同様  

・増築費  

20年度と同様  

・保育遊具等購入費  
20年度と同様   

・運営費  

対象費用：運営に係る費用（人件費等）  

助成率：  

5年白まで大企業1／2中小企菓呈∠旦  

皇年目以睦1／3・  

支給期闇：10年間  

認可外保育施設数・利用児童数の推移  

可外保育施設数は約1万箇所、利用児童数は約23互△。   

占める。  

○利用児童数の近年の推移をみると、事業所内保育施設は減少傾向、ベビーホテルは増加傾向にあるが、全体   

としては横ばい傾向にある。  

○そのうち、自治体独自の補助を受ける卿彪且にある。  

（資料）保育謀調べ 54   



認可外保育施設の規模  

○認可外保育施設の在所児童数を見ると、20人以下が53％を占めている。  

○認可保育所の原則的な定員である60人超の規模は1割に満たない。  

認可外保育施設の  
在所児童数規模別の構成比  

認可外保育施設の  
在所児童数規模別の分布  

（施設数）   
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（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
55  

認可外保育施設の年齢別入所児童数   

○認可外保育施設の年齢別入所児童数を見ると、認可保育所に比べ、ベビーホテルを中心に低年齢時の割合   
が高い。  

平成18年10月1日現在  

事業所内保育施設  

ベビーホテル  

その他の認可外保育施設  

認可保育所  
（平成20年4月1日現在  
福祉行政報告例〉  

0％  20％  40ヽ  601  801  100ち  

認可外保育施設の設置主体  

○ 認可外保育施設の設置主体を見ると、全体としては、約6割が個人、約2割が企業となっている。  

施設の類型別設置主体の状況  

（単位：％、ポイント）  

平成18年  国   

総数   100．0  

個人   56．3  

会社   26．1  

任意団体   3．7  

その他   13．9  

事業所内保育施設  
各年10月1日現在   

総 数  ／ヾピーホテル  その他の認可外保育施設   

F成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減  平成18年  平成15年  増減   
100．0   100．0  100．0   100．0  100．0   100．0  1の．0   

△1．7  18．8      △ 7．5      △ 3．2   

23．5   2．5  40．2  51．1  △10．9  45．8  37．3   8．5  15．4  13．0   2．4   

5．4  △1．7   2．3   2．5  △ 0．2   1．6   2．9  △1．3   4．8   6．8  △ 2．0   

13．1   0．9  34．8  42．5  △ 7．7   6．2   5．8   0．4  11．7   8．9   2．8   

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
56   



認可外保育施設の開所時間  

夜間の保育ニーズに認可外保育施設が対応している状況が伺える。  ○開所時間は、ベビーホテルのみならず、その他認可外保育施設であっても、認可保育所に比して長く、早朝や  

認可外保育施設の水準（面積（保育室））  

○認可外保育施設の保育室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が6割以上となっている。  

認可外保育施設全体  ベビーホテル  

⑤8．1％  
事業所内保育施儲   

⑤8．3％  

②4．7％  

その他の認可外  

⑤6．8％  

【推計の前提】  
「①認可基準以上」…1歳児数×3．3ポ ＋2歳以上児×1．98n了以上の事業所  
「②認証基準以上」・・・①未満で、1歳児数×2．5n了＋2歳以上児×1．98n†以上（＝おおむね東京都認証保育所や横浜保育室の基準）の施設  
「③認可外指導基準以上」…②未満で、1歳以上児童数×1．65ポ以上の事業所  
「④その他J‥・③未満  

「⑤不明」‥・保育室面積の回答がなかった施設  
※なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児室（1．65ポ）又はほふく室（3．3n了）を設けることとしており、実際上は、  
個々の乳幼児のほふくを始める段階に応じて面積基準を適用することとなるが、計算の便宜上、0歳児は乳児皇、1歳児はほふく室として計軋  

（資料）平  18年地域児童福  等調査  したもの  
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認可外保育施設の水準（面積（乳児室））  

○認可外保育施設の乳児室の面積を見ると、認可基準以上相当（推計）の施設が5割以上となっている。  

認可外保育施設全体  ベビーホテル  事業所内保育施設  

その他の認可外   

【推計の前提】  
「①認可基準以上」‥・0歳児数×1．65n了以上の施設  

「②認可基準未満」・・・①未満の事業所  
「③不明」‥・保育室面積の回答がなかった施設  
※ なお、最低基準上は、0歳児又は1歳児を入所させる場合は、乳児室（1．65汀†）又はほふ〈室（3．3ポ）を設けることとしており、実際上は、  

個々の乳幼児のほふくを始める段階に応じて面積基準を適用することとなるが、計算の便宜上、0歳児は乳児室、1歳児はほふく室として計算。  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したもの  
59  

認可外保育施設の水準（調理室）   

○認可外保育施設の給食（昼食）の状況を見ると、半数は自園調理を行っているが、2割は外部搬入、2割は弁当   

持参となっており、認可外保育施設の半数は調理室を有して迦可能性が高い。  

事業所内保育施設  

ベビーホテル  

その他認可外  

1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000                                                    】  

■主に仕出し弁当  □弁当持参  □特に決めていない  ■なし  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）  
60   
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・認可外保育施設の水準  （保育士比率）①（全体）  

○認可外保育施設全体の保育従事者に占める保育士比率の割合は、平均的には約6割にとどまっている。  

○施設別に見ると、保育士比率100％（全員保育士）という施設も多い一方、50％を下回る施設も1／4見られ、  

認可外保育施設間の差が大きい。  

保育従儀看に  

認可外保育施設全体（6．694カ所）  

常勤職員・非常勤職長の合算  

うち常勤職員  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査嘲告を特別に集計したもの  

61  

認可外保育施設の水準  （保育士比率）②（施設種類別）   

○ 施設種類別に見ると、  事業所内保育施設は保育士100％である割合が高い。  

事業者内保育施設  
（1．007カ所）  

（資料）平成18年地域児童福祉事業等調査報告を特別に集計したも鴨2   



認可外保育施設の利用料  

○認可外保育施設の利用料をみると、企業からの補助等のある事業所内保育施設に比べ、他の類型の施設の  

利用料が高い傾向にあるが、平均的におおむね約3～5万程度の水準となっている。  

歳
 
歳
 
歳
 
 

2
 
 
1
 
 
 

0
 
 

0   10，000 20，000 30，000 40，000 50，000  

凶事業所内保育施設  ■ベビーホテル  ロその他認可外嘩育施設 

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）63   

（参考）認可保育所の利用料  

⊥■ご．一丁▲－ ▼．＿ 

甲竺－ぎスF型岬青草価と費用徴収基準額  

0歳   鳩 2歳   3歳   4歳～6歳  

15．1万円  8．9万円   4．3万円  3．7万円   

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）  
第1階層   及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び 後のの  

永住帰国自立支援に関する法律による支  0円  0円   

緩給付受給世帯  

第2階層  第1階層及び第4～第7  
階層を除き、前年度分  非課税世帯   

9．000円  6，000円   

の市町村民税の額の区  

分が次の区分に該当す る世帯   
市町村民税  
課税世帯   19．500円  16．500円   

40．000円未満   30．000円  27，000円   

の所得税課税世帯で  
44．500円  41．500円   

あって、その所得税の  

鏡の区分が次の区分に 該当する世帯  413．000円未満   61．000円  58，000円   

第7階層  第1階層を除き、前年分             第5階層   40．000円以上 103．000円未満       第6階層   103．000円以上           413．000円以上   
第4階層  

80，000円  77．000円   

※ 保育単価は平成20年度の定員90人、その他地域区分。  
※ 上記の費用徴収基準額より、各地域区分ごとの保育単価が下回る場合は、その保育単価を限度とする。  

64   



認可外保育施設の利用者の選択の現状①（認可保育所と比較した者）  

○認可外保育施設の利用者の約6割は、認可保育所と比較した上で、認可外保育施設の利用に至っている。  

O「認可保育所に空きがなかった」「預けたい時期に入れなかった」などの認可保育所の供給量不足に起因する   

ものが4割を占める。  

（出典）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告（平成16年）65  

認可外保育施設の利用者の選択の現状②（全体）  

○認可外保育施設の利用者全体（※認可保育所と比較したかどうかを問わず、認可外保育施設を積極的に選択  

した者を含む）の選択理由を見ると、「自宅から近い」が多く、地理的要素が保育所選択において重視されている。   

また、「保育方針や内容」で認可外保育施設を選択しているケースも多い。  

自宅から近い  

保育方針や内容がよかった  

見学した時の■Aの対応がよかった  

利用する時間の払通がきく  

希望する時期から預けられた  

暮場に近い  

放可保育所に入れなかった  

希望する時間預けられた  

希望する年齢から預けられた  

紹介された、すすめられた  

評判がよかった  

通勤途中にある  

利用料（保育料）が安かった  

他に預けるところがなかった  

施投や♯■の服装零が衛生的で好感がもてた  

保育士の人数が十分確保されていた  

施設の投傭が整っていた  

その他  

不詳  

¢   5  化  す5  20  ガ  3¢  35  

（出典）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成16年）  

40   
r均  
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認可外保育施設の認可保育所への移行希望・移行上の問題点①  

○認可外保育施設の約4割は、認可保育所への移行希望を有している。  

○認可保育所への移行希望のある施設にとっての問題点は、「基準に満たない」ケースが約6割を占めるほか、  

手続や経理の煩雑さを挙げる施設も多く見られる  

認可外保育施設の移行希望  移行希望のある保育所における認可移行上の問題点  

800 眠 I OW t加 ，価 l∞0 1的0  

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）67  

認可外保育施設の認可保育所への移行上の問題点②  

○認可保育所への移行を希望する施設であって認可基準を満たせない施設のうち、約8割が施設設備基準を  

挙げている。  

保育時間・開所時間基準  

職員基準  

立地基準  

施設設備基準  

0  200  400  60D  800 1OOO 1200 1400   

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成18年）68   
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※【保育サービス利用率】＝【保育所利用児童数（3歳末満児）】÷【3歳末清人ロ】  
※【認可外保育施設利用率】＝【認可外保育施投利用児童数（3歳末溝児）】÷【3歳末清人口】  
※「保育所利用児玉（3歳未満児）一」：福祉行政報告例【厚生労働省（平成20年4月1日碗在）】  
※「認可外保育施設利用児童数（3歳未満児）」：厚生労働省保育課調べ（平成19年3月31日現在）   

「3歳未満人口」：平成17年国勢調査【総務省統計局（平成17年10月1日現在）】  

過疎地域の現状（D  

（過疎地域の現状）  

○ 過疎地域は、人口では全国の約8％であるが、過疎地域を含む市町村数では全国の4割を占める。  

図表2 過疎地域が全国に占める割合  

市町村数  

（全国l，789市町村  

人  口  

（全国12．777万人）   

面  積  
（全国377．915k一正）  

1，074万人  11．703万人  
（8．鴎）  （9l．鍋）  

（備考）l市町村数は平成20年4月＝ヨ現在。過疎地域の市町村数は過疎関係市町村数によるぅ  

人口及び面積は平成17年国勢調眉による。  

2 東京都特別区は】団体とみなす凸  

《過疎地域の要件》3（）は構成知合である。  

O「過疎地域」とは、以下の「人口要件」と「財政力要件」に該当する地域。  

（1）人口要件：以下のいずれかに該当すること   
り昭和35年～平成7年の人口減少率が30％以上   
2）昭和35年～平成7年の人口減少率が25％以上、高齢者比率（65歳以上）24％以上   
3）昭和35年～平成7年の人口減少辛が25％以上、若年者比率（15歳以上30歳末清）15％以下   
4）昭和45年～平成7年の人口減少率が19％以上   
＊ただし、り2）3）の場合、昭和45年～平成7年の25年間で10％以上人口増加している団体は除く。  

（2）財政力要件：平成8年度～平成10年度の3ケ年平均の財政力指数が0．42以下、かつ公営競技収益が13億円以下であること（施行令第1条）．  
【追加公示】 平成12年の国勢調査の確定人口に基づき、追加公示を行う（法第32条）。  
（り 人口要件 ：上記要件中、各対象年次を5年ずつずらして適用。  
（2）財政力要件：上記要件を、平成10年度～平成12年度の3ヶ年平均の財政力指数として適乱  

【出典‥総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月ナ0   



過疎地域の現状②（人口の動向）  

（過疎地域の人口の動向）  

○過疎地域の人口減少率は、昭和35～45年には10％程度と著しく人口が減少していたが、その後人口減少率  

は低下し、平成12′）17年の減少率は5．4％となっているものの、平成7年以降の減少率は緩やかに拡大。  

図表4 過疎地域、三大都市簡、地方圏等の人口増絨率の推移  
・・・・・●・・・・ 東京圏  

（備考）1国勢調査による。  

2 過疎地蛾は、平成20年4月1日現在。  

3 三大都市圏とは、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域）、大阪圏（京都仰、大  

阪府及び兵庫県の区域）、名古屋飼（岐阜県、愛知県及び三立県の区域）をいい、地方圏とは三大  

都市願以外の区域をいう。  

【出典＝総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月ナ1  

●  

過疎地域の現状③（人口構成）  

（過疎地域の人口構成）  

○過疎地域における年少人口（0～14歳）の割合は、全国と大きな差は見られない。  

○ 年少人口（0～14歳）の推移は、全国に比べ緩やかではあるが、一貫して減少傾向にある。  

【同素17 0、11歳人∩の推移につい■ご】  

1二千人】   
・一】T！・甘   

1・■・■－一－・－－■▼・一 10・コ1■ 事プ†■   

i  

ヱぷじ＝j！1＝1】   

・・”1j．。．．封．   

；丁【fl・1＝1   

ゝ暮さ  ：JO  ：耶   誹8   相   打7   Hエ1  ト17  H三三   Hヱ7   Hlヱ  ・∋7   H▲ヱ   H▲T   

〇〔汽  10㌔  

（備考）平成17年l刃勢調査による，   

＜参考＞  

印半  月帆  10（粍  

年少人口（0－14歳）  全国の年少人口に占める  
（単位：千人）   各圏域の割合  

17，521  

8．407   48．鴨   

9．114   52．（粍  

地                                          域）  （1，346）   （7．7％）  

全   国  

三大都市圏  弾サ  
ニー通計刈傭lミニ式l一」勺1Eユn埠。ざ  

志平氏ユ？n三「－）L「一言冥幹臍虫に⊥モ  

…ナ医し叫即用㍑ 一己寺lこ勺ヰ市亡＝、n 一手皮▲ゝ■・＝E行！lJ，′甲け措E■に⊥ラ  
買ナ了1全庁I誓・人口l可曙許可i守らl二」う  

j升■色稗輿腹く芦一帯El軌コ、ミ・試・†槽1欄乃・J，i色艶控j丘・，占瞥¶値 幅群＃t塵村村宇部．算」ミ一引．・‾盲七1しん  

地 方 圏   

（うち過疎  

H17国勢調査より  

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】  

【出典‥総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）（平成20年4月）子2   



過疎地域の現状④（財政状況）  

（財政構造と財政力指数）  

○過疎関係市町村の1市町村当たりの歳入に占める地方税収割合は約15％（全国約37％）に過ぎない。  

○市町村に財政力を示す指標である財政力指数をみると、過疎関係市町村の平均は0．25（全国平均0．53）。  

図表9 財政力指数段階別過疎関係市町村数  

（単位：団体 ％）  

区  分  
平成18年度  

市町村   

0．1未満   
9  

（l．2）  

過  
233  

（3l．9）  

疎  
291  

（39．8）  

地  
16ij 

（22．6）  

城  
33  

（4．5）  

7：】1  

計  （100．0）  

平 均 値 A   0．25   

全国平均値  B  0．53   

一 
0▲2只   

図表8 平成18年産 前町村歳入決算の状況  

（備考）1瞳ホ省ー平成18年度地方財政伏見■暮ノによる．  
‡壇轍地域は、平成：妙午4月18現在．  
ユ ー師過疎地ヰのうち、デー・タを取持でさないご78区域について鳩韓関係市町村から除いている，  

（欄考）   1紐帯省l他方財攻状況れ査」及びl他方交付税等閑係計数賃拝jによる。  

2i丘珠地域Iま、平成20年1月1日現在。  
8 財政力指数ほ、平成16年度から平成18牛虎までの各年度ごとに地方封寸税の算定に用いた基渾財按収入栃を基準財政需  ′▼l乍ヽ／J■■■I■ヽt■hヽ l′qヽ■ヽ′「「【′■′■ ■ノIl仙▲■′T仁■．d－ ヽ－′1」TP■ヽ一・」l」・■p′ノノーIJl九‾′■▼■■く⊥lしイII▼ ‘し・ヨさ⊥Prlモ■・1入／ヽ¶p■tL8S上PI一丁ウ1而  

要耕で除して求めた数せ（小数点第3位を四捨五入）を平均Lたものである。なお、一郎過疎地城については、合併前の  
旧市■T村の数甑（合併算定替）に基づく，  

（）は団体数合計に対ナる彿成比である。  
平均世は単純平均であり、全国平均掛こおいては「ト・押通疏地域を欄する市町村も一一本算定を用いている。  
分村合併した山梨県旧上九一色打については、1団体として鼻出する．  

【出典＝総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月わ  

人口減少地域に関連する保育制度の概要①  

（小規模保育所（認可保育所））  
○ 認可保育所の定員は、原則60人以上とされているが、定員60人以上とすることが函数であり、20人以上の傷  

青需要が如 

置する 

、以下の要佐を満たせば、傭   
ことが可能。認可保育所として地域・定員規模等に応じた保育所運営費を支弁。  

（1）設備・運営について児童福祉施設最低基準に適合  

（2）次のいずれかに該当   

①要保育児童が多い地域に所在し、入所児童の概ね4割以上が3歳未満児   
②過底地域をその区域とする市町村内に所在  

③ 入所児童の概ね8割以上が3歳未満児、1割以上が乳児  
（3）定員20人以上   

四）施設長は保育士を配置するよう努め、保育士その他の職員にづいては最低基準等に定める所定数を配置  

保育所の定員規模、設置、運営主体別．      施設数  
公   宮  

．  首  計  

構成比   実 数   構成比  実 数   構成比   
実 数  （射   （か所）   （射   （か所う   （％）  

（613）   は2）   （ （5．8）  り，244）   （5．5）  
へ一3（l  569   も9   6ヰ2   ∂．／   1，211   5，3   

（1．215）   （10．3）   （842 け．7）  （2．057）   （9．1）  
31・、－・45  1．190   10、3   874   7．S   2．064   9．1   

（2．L55）   （18．3）  （2，635）   （24．2 （2l．2）  
46一－60  2．073   1乳0   2．676   23．9   ヰ，749   20．9   

（’7．769）   （66．1）  隠764）   略2．3）  く1ヰ、533）   （64．2）  
61・～  7．678   66．6   7．018   62．＄   1ヰ，G98   64．6   

（11．7521  （100．Oi  （1軋87：H  （1（）0．0）  ほ2．624）  ＝0〔I．0〉  
計  11．510  LOtLO   11．21P  1〔10．0   2ヱ．丁20  10¢．P   

待什7〉  り悼．3〉  ・：二】n什n）  

産ヰ一     社羞も笥祉施設調査用怯・トキ戎1E；軒10月1コ媚汀仁■  

卜殺陣弘担きミう．紬甲1〔l司1ロ礪什   



人口減少地域に関連する保育制度の概要②   
（へき地保育所（認可外保育施設））  

○ へき地保育所（認可保育所の設置が著しく困難な地域に設置される保育施設であって、市町村長が以下の  
基準に適合するものと認め、指定した認可外保育施設）に対して、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）   
において補助（※20ボインり。  

（1）設置場所が、以下の（D～④にあること   

①へき地教育振興法の規定によるへき地手当の支給の指定を受けているへき地学校の通学区域内、   
②一般職の職員の給与に関する法律の規定による特地勤務手当の支給の指定を受けている公官署の4キロメートル以内、   
③ ①・②を受けることとなる地域内   

④①～③に準ずるものとして市町村長が認める地域内  

（2）設備・運営が以下の基準に合致すること   

① 平均入所児音数が10人以上（※10人を下回る場合2年間は経過的に対象）であること   

② 既存建物（学校等）の一部に設置する場合、設備をへき地保育所のために常時使用できること   
③ 保育室・便所・屋外遊戯場（付近にある代わるべき場含む）その他必要な設備を設けること   

④ 必要な用具（医療器具、医薬品、机、椅子等）を備えること   
⑤ 保育士を2人以上配置すること（※やむを得ない事情があるときは、うち1人は保育士以外の者で代えることができる）   
⑥保育時間等については、地方の実情に応じて定めること  

○ 入所決定は、讃岨皇室施。  

【へき地保育所の定員・入所児数】  

当たり平均37人  

り平均17人  

0  5000  10000  15000    20000  25000    30000  35000  

【出典‥平成18年社会福祉施設等調査】75  

過疎地域を含む市町村における認可保育所の現状  

（定員・在所児数規模別の分布）  

○ 過疎地域を含む市町村にある認可保育所の規模をみると、定員規模では51～60人の規模が多いが、  

在所児数規模では、30人以下が多い。  

（か斬）  

2，000   

了，800   

7，600   

了，400   

7，200   

プ，000  

β00  

600  

400  

200  

0  

38人以下 J†～40 1日”50  5†－‘〃 ‘†－7¢  7†一郎  β丁－9β 王け～川○†M－†川 〃†～丁2β†2†”作¢†5†～2㈲ 20†人以上  

（出典）厚生労働省「平成18年社会福祉施設等調査」における認可保育所の定員階級・在所児数階級ごとの保育所数につき  
過疎地域を含む市町村（平成20年11月時点：了31市町村）に係る数を特別集計したもの。  

※なお、「過疎地域を含む市町村」には、過疎地域以外の地域を含む市町村が約3割ある。  

（参考）  

全国の定員  
規模別分布  定員120人超：15％   定員60人以下：35．3％  定員61ヘノ90人以下：27．6％  定員91′～120人以下：22％  

76  



へき地保育所の現状  

（定員・在所児数規模別の分布）  

○へき地保育所の規模をみると、定員規模は21～30人が多いが、在所児数規模は20人以下が約8割を占める。  

†β人以下   7ナー20  27～30  3丁～4ロ  イ丁～50  57～60  飢人以上  

（出典）厚生労働省「平成18年．社会福祉施設等調査」におけるへき地保育所数を定員階級■在所児数階級ごとに特別集計したもの 

77  

過疎地域における幼児教育経験者比率  

○小学校就学前に幼稚園又は保育所（へき地保育所含む）を経験した比率を見ると、1970年頃は過疎地域と   

全国とで大きな格差があったが、近年はほぼ格差がなくなっている。  

○過疎地域においては、全国と比べ、幼稚園就園率が低く、保育所在籍比率が高い。  

同     姦21幻】児   教育法三陸者 率   

昭和摘卑属   昭和弱曙度   平成2年虎  平成7年度   取成‖年度   平成18年虜  

区分  

過虞  全lヨ  過膿  全国  二：・  全国  二 二・  全国  遇繍  全【⊇  過諌  金【万   

幼児教育経験者比率  57．4  76．1  87．6  9l．2  95－0  95．6  95，5  95、0  98．8  gも．7  g7，l  96．5  

幼稚薗虻加担  i8．3  53．8  36．4  8l．4  34．9  64．0  34．2  82．8  ユ4．9  59．9  36．1  6丁．7  

酎摘蘭拍  3g．1  22＿4  52．2  2‘．只  以I▲1  31．5  61．8  a2．2  ¢a．ヰ  3（；．8．  6l．0  a8．8   

（備考）1全国は文部科学省「学校基本調査j及びr社会福祉施設等調査」による．  

2 過疎地域は総務省調べ。  

※備考  
＜幼児教育経験者比率＞  

①全国は、各年度の文部科学省「学校基本調査」（数値は各年度5月1日）及び前年度の厚生労働省「社会福祉施設調査」による。  
②過疎地域は総務省調べ。  
③それぞれの数値は、次の算式による、なお、保育所にはへき地保育所を含む。  

幼児教育経験者比率＝幼稚園就園率＋保育所在籍率  

卿  
小学校第1学年児童数  

幼稚園就園率 ＝  

保育所在籍率＝ 
前年肺2＋は）  

′ト学校第1学年児童数   

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】  

【出典＝総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）（平成20年4月）】78  

「】   



保育サービスの全体像  
時間軸：（早朝）   

例）9：00から  
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多様な保育の取組の現状  

《19年度実線》  《事 業 名》  《事 業 内 容》  《地域における箇所数》  

日中就労等している保護者に代わって、保  
育に欠ける乳幼児を保育する施設（原則とし  
て、開所時間11時間、保育時間8時間、開所  
日数約300日）  

保育所数：22，909箇所  

利用児童数：202万人  
（平成20年4月1日現在）   

認可保育所  ◆1小学校区当たり1．03か所  

11時間の開所時間を超えて保育を行う 事業  

15，076箇所  
（平成19年度交付決定ペース）  

延長保育事業  ◆ 認可保育所の65．8％  

日曜・祝日等の保育を行う事業  
（※年間を通じて開所する保育所が実施）  

◆ 認可保育所の3．8％  

◆1市区町村当たり0．48か所  

875箇所  
（平成19年度交付決定ベース）  

休日保育事業  

22時頃までの夜間保育を行う事業  

（※開所時間は概ね11時間）  

◆ 認可保育所の0．32％  
◆1市区町村当たり0．04か所  

74か所  
（平成20年3月31日現在）  

夜間保育事業  

週2～3日程度又は午前か午後のみ、必  

要に応じて柔軟に保育を行う事業  
◆ 認可保育所の4．0％  

◆1市区町村当たり0．51か所  
927か所  

（H19年度交付決定ベース）  
特定保育事業  

（病児対応型】傭順・保育所等の付設の専用スペースで、看旺師  
響が地域のホ児を一時的に預かる事業  

（病後児対応型綿兢・保▼所等の付設の専用スペースで、地域の  
病後児を一時的に預かる事業  

（体調不良児型I保有斬において、体調不良となった児壬を一時的  
に預かる事業  

病児・病後児  
保 育 事 業  

◆認可保育所利用児童2，714人当たり1か所  
◆1市区町村当たり0．41か所  

745箇所  
（H19年度交付決定ベース）  

保育に欠ける乳幼児について、保育士又は  
看護師の資格を有する家庭的保育者の居宅  
等において、保育所と連携しながら、少数の  
主に3歳未満児を保育するもの  

家庭的保育者数：99人   

利用児童数：331人  
（H19年度交付決定ベース〉  

家庭的保育  
事  業  ◆1市区町村当たり家庭的保育者0．05人  

注＝市区町村の総数は1・827（平成1時4月1日現在）D小学校区としての国公立小学校数は2乙270（文部科学省「平成20年度学校基本調査（速掛」（平成20年5月1日現在）。   
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【事業の内容】  

○共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して、  児童館や学校の余裕教室、公民館などで、   

放課後に適切な遊び、生活の場を与えて、その健全育成を図る。  
○放課後児童クラブは、平成9年の児童福祉法改正により事業が法定化され、当該事業の実施については、市  

町村の努力義務として規定されている  

〔児童福祉法（昭和22年法律第164号）〕  
第六条の二（略）  
②この法相で、放課後児壬健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳末溝の児暮であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基  こ 

動従い、授業の終7後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。  
（∋（略）  

第21集の10市町村は、児iの健全な育成に資するため、地域の実什に応じた放株緩児暮健全育成事＃を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う育との   
連携を図る等により、第六条の二第二項に規定する児士の放課後児土健全育成事業の利用の促進に努めなければならない．  

【現状】（平成20年5月現在）  

【事業に対する国の助成［児童手当勘定（特別会計）から事業実施市町村への補助］】  

○平成20年度予算額186．9億円（28．4億円増）  

○運営費  

・概ね1／2を保護者負担で賄うことを想定。  

・残りの1／2卿≒ついて、児童数が10∧以上で、   

原則、長期休暇（8時間以上開所）を含む年間250日以上開毒   

するクラブに補助。  

・児童数36～70人の場合、基準額：240．8万円  

※6時間以上開所しているクラブが、18時以降開所延長する場合に長時間開所に係る加算あり  

○整備費  

傭たに施設を創設する場合（基準額：1，250万円）のほか、学校の余裕教室等を改修する場今  

（基準額：700万円）、備品購入のみの場合（基準額：100万円）も助成  

緊運営費又怯整 備費（創設費を除く）は、国、都道府県、市町村が3分の1ず？  

等）が3分の1ずつ負担  

創設費）は、国．都道府県   



児童クラブ数及び登録児童数  等の推移  

（人）  

800．000  

700．000  

600．000   

500・00016，000   

400．000川，000   

300，00012・000  

10．000  

200．000  
8．000   

100・000 6，000   

0  4・000  

10年度11年度12年度13年度14年度15年度16年度・17年腋1・8年度19年度20年度  

※各年5月1日現在（育成環境課調）  

に 係る福助要件につしiて  放課後児童クラブ  

2．対象児青  

・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1～3年の就学児童  
その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校  の小学部及び小学校4年生以上）  

3．職員体側  放課後児童指導員を配置すること。  
4．開所日・開所時同  

1年間250日以上開所すること。（ただし、平成21年度までは、特例として200日以上でも国庫補助対象）  

・開所時間については、・1日平均3時間以上とすること0ただし、長期休暇期間などについては、原則として1日8時間以上開所。  

早．施設一設備  

・活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカーの他、生活の場として必要なカーペット、畳等を備えること。  

・同じ建物内で、すべての子どもを対象とした活動拠点（居場所）の提供を併せて行う場合には、放課後児童のために間仕切り等  

で区切られた専用スペ＝ス又は専用部屋を設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留意すること。  

6．幸美の内容  
（1）放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保  
（2）出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保  
（3）放課後児童の活動状況の把握  

（4）遊びの活動への意欲と態度の形成  

（5）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと  
（6）連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施  
（7）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援  

（8）その他放課後児童の健全育成上必要な活動  
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Q   

温定」 
0本ガイドラインを参考た、各クラブたおいて定知的に貞 

「放課後児童クラブガイドラインについて」（平成19年10月19日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）  

・子どもの人権の書量、個人差への配慮、体罰等の禁止、プライ／くシー保護等に留意   
のうえ、次の活動を行うこと。  

（》子どもの腱廣管領、出席確掟等の安全確保、情緒の安定を図る。  
②遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う。  
③子どもが宿麺・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必章な捷助を行う。  
④基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身   
につけさせる。  

⑤活動内容について家庭との日常的な連絡、什報交換を行うとともに、家庭や地域で   
の遊びの環境づくりへの支捷を行う。  

⑥児i虐待の早期発見に努め、児暮虐待等により福祉的介入が必要とされるケース   
については、市町村等が投tする妄保牲児壬対策地域協議会等を活用しながら、児   
童相緋所や保健所等の関係機関と連携して対応。  

⑦その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行う。  

1．対女児董  
・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1～3年の就学児i。  
・その他健全育成上指導を要する児壬（特別支援学校の小学部及び小学校4年生以   

上）  

之．鯛  
・集団の規模については、おおむね40人程度までとすることが望ましい。  
・1放抹後児童クラブの規模については、最大70人までとすること。  

3 醐所日・関所細  
・子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮。  
・土曜日、長期休業期間儒は、保護者の就労実態等を踏まえて8時間以上開所。  
・新1年生については、保育所との連続を考慮し4月1日より受け入れること。  

腺投機  
・書用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の壌としての   
機能が十分確保されるよう官憲すること。  

・子どもが生活するスペースについては児童1人当たり1．65ボ以上が望ましい。なお   
体調が悪い時等に休息できる静♯スペースを確保すること。  

・施設・設備は衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備・備品を備   
えること。  

○その他  
7．保護者への支援・連携  

・保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるよう支揮。  
8．学校との連携   

・学校、放課後子ども教室との連携を図る。  
9．関係機朋・地域との連携  
10．安全対策  
11．特に配慮を必要とする児童への対応  
12．事業内容等の向上について   

■クラブは、事業内容について定期的に自己点検、自ら事業内容向上に努める。  
13．利用者への什報提供等  
1A．要望・苦♯への対応  

5．職員体制  
・放課後児童指導Aを配置すること。  
・放課後児童指ヰ員は、児童福祉施設最低基準第38条に規定する児童の遊びを指  導する看の資格を有する暑が望ましい 

。．  

後児童クラブ  

（1）放課後児童クラブに係る小学校区別実施状況  

31．5％の小学校区において放課後児童クラブが未実施となっている。  

小学校で実施   小学校外で実施   未実施   

小学校区数   7，766小学校区  7，227小学校区  6，881小学校区   

（割合）   （35．5％）   （33．0％）   （31．5％）   

（2）放課後児童クラブを実施していない理由  

放課後児童クラブを実施していない小学校区における未実施の理由については、「ニーズが無い」が37％、「実施場  

所の確保が困難」が36％、「指導員等の人材確保が困難」が33％となっている。  

1．ニーズがない  

2．実施場所の確保が困難  

3．指導且等の人材確保が困難  

4．予算の確保が困難  

5．次年度以降の実施に向け検討中  

6．補助金の受給の要件が高い  

7．地域・家庭で子どもを見守る・預かる施策が他にある   

8．両事業の調整・理廟に時間が必要  

9．地域の理解を得られていない  

10．その他  

200  300  400  500  600  0  100  

※放課後子どもプラン実施状況調査（平成20年6月23日文部科学省・厚生労働省。調査基準日平成19年12月1日）  86   




